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厚生労働省 社会・援護局

障害保健福祉部 障害福祉課

地域生活・発達障害者支援室

PG02 障害福祉施策等の最近の動向

令和７年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修会

障害者福祉施策の最新の動向（サービス管理責任者）

児童福祉施策の最新の動向（児童発達支援管理責任者）



本科目の獲得目標・概要
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• 障害者福祉施策の最新の動向について理解することで 、利用者の置かれている制度的環境の変化を認識す

る。（サービス管理責任者）

• 児童福祉施策の最新の動向について理解することで 、利用者の置かれている制度的環境の変化を認識する。

（児童発達支援管理責任者）

内 容 ・ 目 的 （ 標 準 カ リ キ ュ ラ ム ）

【内容】
政策の最新の動向

【目的】
利用者の置かれている

制度的環境の変化を認識。

質の高い支援につなげる。（法令等の遵守、法制度の活用等を通じ）

知ることで

１）政策の最新の動向についての知識の獲得（更新）

・基礎的な知識は既習であることが前提

・知識は膨大であり、 ６０分という所要時間からみても、網羅的・体系的に取り扱うことは不可能。

２）自らの有する知識や理解の振り返り、再構築

⇒ 本科目（研修）以外でも ・継続的な学び ・常に知識（情報）を更新する姿勢 が必要

獲 得 目 標



【総論】

１ 障害福祉・児童福祉施策の概要

【各論】（例）

２ 障害福祉サービス等の現状

３ 相談支援

４ 地域の体制整備や地域づくり

５ 虐待防止・権利擁護と意思決定支援 ★

６ 就労支援 ★

７ 強度行動障害を有する者への支援

８ 障害児支援 ★

９ 障害福祉関連の動向

講 義 の 流 れ （ 6 0 分 ）

本科目の内容
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基本的には資料ひとつひとつの説明は行いません。
各論部分は資料集と認識してください。

★ は専門コース別研修部分の研修資料を参照のこと。



障害福祉・児童福祉施策の概要



障害福祉施策・児童福祉施策等の動向（１）

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として抑えておくべき法令等について改めておさえなおすとともに、

最近の政策動向についてを知り、知識のアップデートと再構築を図る。

●福祉サービス等

・障害者総合支援法

・児童福祉法

・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法

●理念その他

・日本国憲法

・障害者権利条約、子どもの権利条約

・障害者基本法

・障害者虐待防止法、児童虐待防止法

・障害者差別解消法

●障害者雇用・福祉施策の連携強化

●精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム等

●障害者総合支援法改正法の施行後３年を目途とした見直し

・社会保障審議会障害者部会における議論（終了）

●障害福祉サービス等

・R６障害福祉サービス等報酬改定

●障害福祉計画・障害児福祉計画

・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画

●法整備

・障害者総合支援法等

・読書バリアフリー法

・医療的ケア児支援法

・障害者差別解消法

・児童福祉法・子ども大綱

・手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）

障 害 福 祉 ・ 児 童 福 祉 施 策 等 の 動 向 前 提 と し て お さ え て お く べ き 法 令 等 （ 例 ）

【参考（行政サービスや施策のポータルサイト）】

e-gov: https://www.e-gov.go.jp/
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障害福祉施策・児童福祉施策等の動向（２）

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として抑えておくべき法令等について改めておさえなおすとともに、

最近の政策動向についてを知り、知識のアップデートと再構築を図る。

●感染症対策・自然災害対策

・基準省令改正（業務継続計画策定、訓練等の義務化）

・災害対策基本法改正、指針・ガイドライン等の改正

・水防法、都市再生法、都市計画法等改正

●社会福祉法改正

・重層的支援体制整備事業ほか

●住生活基本法関連

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律

●虐待防止、権利擁護の推進

・基準省令改正（虐待防止の取組義務化等、身体拘束等の適

正化推進）

・成年後見制度

・意思決定支援

・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する

補償金等の支給等に関する法律

●ICT、AI、ロボット等のテクノロジー活用推進

●福祉人材の確保

●サービスの質の確保、向上

障 害 福 祉 ・ 児 童 福 祉 施 策 等 の 動 向 （ 続 き ） 関 連 分 野 を 含 め た 施 策 等 の 動 向
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障害福祉サービス等の現状



令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36
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15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人
口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万
人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

日本の人口の推移

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）
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       身体障害者（児）       知的障害者（児）          精神障害者 
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６５歳以上の者（３６％） 
 

６５歳以上 

の者 

（１５％） 

 

（在宅・施設別）
障害者総数 １１６４．６万人（人口の約９．３％）

うち在宅 １１１６．０万人（９５．８％）

うち施設入所 ４８．７万人（ ４．２％）
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身体障害者（児）      知的障害者（児）         精神障害者 
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在宅精神障害者 

５８６．１万人（９５．３％） 
 

 

施設入所知的

障害者（児） 

１２．８万人 

（１０．１％） 

入院精神障害者 

２８．８万人（４．７％） 施設入所身体障害者（児） ７．１万人（１．７％） 

 

（年齢別）
６５歳未満 ５３％

６５歳以上 ４７％

○ 障害者の総数は１１６４．６万人であり、人口の約９．３％に相当。
○ そのうち身体障害者は４２３．０万人、知的障害者は１２６．８万人、精神障害者は６１４．８万人。

出典 在宅身体障害者（児） 及び在宅知的障害者（児）：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（令和４年）、施設入所身体障害者（児）及び施設入所知的障害者（児）：厚生労働省「社会福祉施設等調査」 （令和３年）等、

在宅精神障害者及び入院精神障害者：厚生労働省「患者調査」（令和２年）より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。このため、障害者手帳非所持で障害福祉サービス等を利用している者は含まれていない。

※施設入所身体障害者（児） 及び施設入所知的障害者（児）には高齢者施設に入所している者は含まれていない。

※年齢別の身体障害者（児）及び知的障害者（児）数は在宅者数（年齢不詳を除く）で算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数（いずれも年齢不詳を除く）で算出。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である（各種別ごとの人数を単純に合計）。

※令和２年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更している（平成29年までは31日以上
を除外していたが、令和２年からは99日以上を除外して算出）。

障害者の数



障害者総合支援法・児童福祉法における給付・事業

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

介護給付

・居宅介護 ・重度訪問介護
・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援
（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援
（サービス利用支援、継続サービス利用支援）

自立支援給付
＜国負担 １／２＞

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労選択支援（※２）
・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助 ・児童発達支援（※１）

・居宅訪問型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

訓練等給付

相談支援

自立支援医療

補装具

障害児通所支援

障害者・児

・義肢 ・装具 ・車椅子 等

障害児相談支援

児童福祉法 ＜国負担 １／２＞

障害児入所支援
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援
・日常生活用具 ・移動支援
・地域活動支援センター 

・福祉ホーム 等

・広域支援 ・人材育成 等

地域生活支援事業

＜国補助 １／２以内＞

支援

都 道 府 県

市 町 村

・更生医療 ・育成医療

（※２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年12月16日公布）により新たに創設。（施行日：令和７年10月１日）

（※１）児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年６月15日公布）により、令和６年４月より「医療型児童発達支援」を廃止し、児童発達支援に一元化。 10

企画（法令）

更新済



就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題
を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助を行う

自立訓練（機能訓練） 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を
行う

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援（A型）
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練
を行う

就労継続支援（B型） 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行
う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機
会を提供する

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介
護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的
に行う

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和 年 月サービス提供分（国保連データ）者 児

居
住
支
援
系

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系

訓
練
系
・
就
労
系

障害福祉サービス等の体系（介護給付・訓練等給付）

介
護
給
付

訓

練

等

給

付

児者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

児

児

児

児

サービス内容 利用者数 施設・事業所数

7 3

213,418

13,853

27,303

17,232

39

64,750

21,143

304,282

121,521

1,219

203,271

2,162

15,530

37,086

85,339

388,016

18,874

22,648

7,582

5,709

2,376

11

6,650

259

13,010

2,527

287

14,438

184

1,387

2,836

4,382

18,704

1,717

障福（評
基）

更新済
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計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事
業所への同行支援等を行う

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福
祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及
び知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集
団生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援

センター
地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高
度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支
援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う

センター以外
日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための
支援、その他必要な支援を行う

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上の
ための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

者 児

障
害
児
通
所
系

障
害
児

入
所
系

相
談
支
援
系

障

害

児

支

援

に

係

る

給

付

障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）

障
害
児

訪
問
系

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）

相

談

支

援

に

係

る

給

付

児

者

者

者

児

児

児

児

児

児

児

児

サービス内容 利用者数 施設・事業所数

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和 年 月サービス提供分（国保連データ）

209,916 14,026

377,024 22,859

404 135

26,018 2,301

1,303 184

1,704 198

277,018 10,721

118,682 7,176

742 343

4,582 543

7 3

障福（評
基）

更新済
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

4,622億円
5,090億円

5,228億円
5,873億円

6,498億円
7,582億円

8,376億円

9,215億円
9,475億円

9,850億円

10,542億円

11,148億円
11,885億円

12,578億円
13,111億円

13,859億円

14,728億円

15,651億円

16,531億円

507億円495億円
478億円

557億円
560億円

522億円
625億円

840億円
1,055億円

1,395億円
1,778億円

2,320億円

2,810億円

3,420億円

3,835億円

4,256億円

4,483億円

4,690億円

4,871億円
障害児措置費・給付費（義務的経費）

自立支援給付費等（義務的経費）

障害福祉サービス関係予算額は１８年間で約４倍に増加している。

5,129億円

5,585億円
（+8.9%）

5,706億円
（+2.2%）

6,430億円
（+12.7%）

7,058億円
（+9.8%）

8,104億円
（+14.8%）

9,001億円
（+11.1%）

（億円）

障害福祉サービス等予算の推移

10,055億円
（+11.7%）

10,530億円
（+4.7%）

11,244億円
（+6.8%）

12,319億円
（+9.6%）

13,468億円
（+9.3%）

14,695億円
（+9.1%）

15,998億円
（+8.9%）

16,946億円
（+5.9%）

18115億円
（+6.9%）

19,211億円
（+6.1%）

※ 令和５年度からはこども家庭庁計上（■）

20,341億円
（+5.9%）

21,402億円
（+5.2%）
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相談支援



個別給付で提供される相談支援

一般相談支援事業
（都道府県による指定）

地域相談支援

地域定着支援地域移行支援

基本相談支援

＜児童福祉法＞

地域生活支援事業により実施される相談支援

障害者相談支援事業（必須事業）
※主に個別給付による相談支援の対象とならない障害者等に対
する相談支援を行う（基本相談支援のみを行う場合等）。

基幹相談支援センター
※地域の中核的な機関として、総合的・専門的な相談支援を
行うと共に、地域の相談支援体制強化の取組等を行う。

特定相談支援事業
（市町村による指定）

計画相談支援

継続サービス
利用支援

サービス
利用支援

基本相談支援

障害児相談支援事業
（市町村による指定）

※特定相談支援事業の指定を共
に受けることが望ましい。

継続障害児
支援利用援助

障害児支援
利用援助

実施主体は市町村
※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可能

地方交付税措置 地方交付税措置
基幹相談支援センター
機能強化事業（補助金）

地域相談支援給付費の支給 計画相談支援給付費の支給 障害児相談支援給付費の支給

障害者総合支援法における相談支援事業の体系

＜障害者総合支援法＞
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相談支援事業名等 配置される人員 業務内容 実施状況等

基幹相談支援センター 定めなし

《地活要綱例示》
主任相談支援専門員
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

⚫ 総合的・専門的な相談の実施

（基幹相談支援センター機能強化事業）

⚫ 地域の相談支援体制強化の取組
・地域の相談事業者への専門的な助言等
・人材育成
・地域の相談機関との連携強化
・事例の検証

⚫ 地域移行・地域定着の促進の取組

※権利擁護・虐待防止(虐待防止センターの受託)

■1,741市町村中
778市町村 (R2.4) 45％
873市町村 (R3.4) 50％
928市町村 (R4.4) 53％
973市町村 (R5.4) 56％

    1,045市町村 (R6.4) 60％

※箇所数は1,309ヶ所(R6.4)

障害者相談支援事業

実施主体：市町村
→指定特定相談支援事業者、
指定一般相談支援事業者への
委託可

定めなし ⚫ 福祉サービスの利用援助（情報提供、
相談等）

⚫ 社会資源を活用するための支援（各種
支援施策に関する助言・指導）

⚫ 社会生活力を高めるための支援
⚫ ピアカウンセリング
⚫ 権利擁護のために必要な援助
⚫ 専門機関の紹介 等

■全部又は一部を委託
1,560市町村（90%）

■単独市町村で実施
1,056市町村（61%）

                     ※R6.4時点
※全市町村が実施

(地域生活支援事業必須事業)

指定特定相談支援事業所
指定障害児相談支援事業所

専従の相談支援専門員
（業務に支障なければ兼
務可）、管理者

⚫ 基本相談支援
⚫ 計画相談支援等

・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※機能強化型報酬を算定する場合は24時間対応及
び困難事例への対応等を行う場合あり

■ 10,563ヶ所 (R2.4)    23,729人
11,050ヶ所 (R3.4)    25,067人
111,472ヶ所 (R4.4) 26,028人
11,846ヵ所（R5.4）27,028人
12,324ヵ所（R6.4）28,661人

※障害者相談支援事業受託事業所数
2,209ヶ所(18%)

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支援
従事者(兼務可）、うち
１以上は相談支援専門員、
管理者

⚫ 基本相談支援
⚫ 地域相談支援等

・地域移行支援
・地域定着支援

■ 3,551ヶ所 (R2.4)

3,543ヶ所 (R3.4)

      3,671ヶ所 (R4.4)

      3,861ヵ所 (R5.4)

      3,837ヵ所 (R6.4)

現行の相談支援体制の概略 出典：令和６年度障害者相談支援事業の実施状況等について
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相談支援員の配置促進のための調査研究
令和6年度障害者総合福祉推進事業

参考：令和6年度障害者総合福祉推進事業「相談支援員の配置のための調査研究報告書」（令和7年３月、一般社団法人北海道総合研究調査会）

相談支援事業所の相談支援体制の現状や、社会福祉士等の養成機関における学生のニーズ等を把握したうえで、令和6年度に創設された「相談
支援員」の活躍の推進、養成機関への働きかけを行うための方策ならびに「相談支援員」の配置促進に資する方策を検討する。

本調査研究の目的

本調査研究の概要

【相談支援事業所調査】
・相談支援員を配置済み事業所は21事業所
・配置のメリットとして、実践を通した育成、対応

ケース数の増加等。一方課題として、育成体制の
整備、業務範囲が限定的、主任の業務負担等

【相談支援員調査】
・主任等の同行により業務の流れを理解しやすい、

相談支援専門員の資格取得後にすぐに業務に移
行しやすい

【ヒアリング調査】
・［事業所］人材不足を補い、相談支援専門員の

業務をサポートできる等即戦力となる一方で、法
人・事業所における人材育成の強化が必要

・［相談支援員本人］担当できる業務が増え、経
験を積むことができる

【養成機関に関する調査】
・［教員］学生が障害福祉分野に興味を持つには、

現場体験、魅力・やりがいの発信等が必要
・［学生］相談支援専門員の認知度は88.4％。

84.6％が「相談支援員」に関心がある

調査結果の概要
1）相談支援事業所調査・相談

支援員調査
機能強化型の基本報酬を算定している
指定特定相談支援事業所で、かつ主任
相談支援専門員を配置している事業所、
および当該事業所で従事している相談
支援員を対象にWebアンケートを実施
【回答】事業所：119か所、相談支援員：30人

2）ヒアリング調査
すでに相談支援員を配置している相談
支援事業所を対象にオンラインによるヒ
アリング調査を実施（プレヒアリング：２ヵ

所、上記アンケート調査から抽出：４ヵ所）

3）社会福祉士・精神保健福祉
士の養成機関に関する調査

社会福祉士・精神保健福祉士の両方
の資格取得が可能な4年制大学で、障
害福祉に関わる授業を担当している
教員、および学生（3年生）を対象に
Webアンケートを実施
【回答】教員：57人、学生：259人

4）周知のためのリーフレットの作成
上記調査結果および検討委員会での検討結果を踏まえ、社会福祉士・精
神保健福祉士の養成機関、資格取得を目指している学生や社会福祉士・
精神保健福祉士の有資格者、また、相談支援事業所等に対して「相談支
援員」の周知を図るためのツール（リーフレット「障害福祉分野の相談
支援員を知っていますか」）を作成

「相談支援員」の周知用リーフレット

（令和７年４月28日付事務連絡により周知）
URL：001510898.pdf
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市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
    するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。
＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）
について、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所
サービスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス
等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

支給決定プロセスについて
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付
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サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者
を対象とする。

部会資料
変更なし



セルフプラン率について（令和６年３月末時点） 出典：令和６年度障害者相談支援事業の実施状況等について
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障害児相談支援
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セルフプラン率について（令和６年3月末時点）
出典：令和６年度障害者相談支援事業の実施状況等について

○ セルフプランの割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている地域

がある。今般、従前からの都道府県毎の公表に加え、市町村毎の結果について、人口規模別にした上で厚生労働省・こども家庭庁の

HPに掲載したところ。各市町村におかれては他市町村の状況も踏まえつつ、相談支援体制の充実強化等も含め、望まないセルフプラ

ンの解消に取り組んでいただくとともに、各都道府県におかれては相談支援の体制整備が進んでいない市町村に対して必要な支

援をお願いしているところ。

（厚生労働省） ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44635.html

（こども家庭庁）：https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku#h2_free9

全市町村を掲載（以下の区分別）
・政令指定都市
・特別区
・中核市
・一般市（人口20万人以上）
・一般市（人口10万～20万人未満）
・一般市（人口５万から10万人未満）
・一般市（人口５万人未満）
・町村（人口２万人以上）
・町村（人口１万～２万人未満）
・町村（人口５千～１万人未満）
・町村（人口３千～５千人未満）
・町村（人口３千人未満）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44635.html
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku#h2_free9


モニタリング実施標準期間（施行規則第６条の１６）

対象者（利用する障害福祉サービス等） 実施標準期間

サービスの種類・内容・量に著しく変動のある支給決定を受けた者
※新規サービス利用者は原則として全ての者が該当

１月間
（利用開始から３月に限る）

在
宅
障
害
者
等

集中的に支援が必要な者
① 入所施設からの退所等により、一定期間、集中的に支援が必要な者
② 単身独居の場合や家族状況等により自ら事業者との連絡調整を行うことが困難な者
③ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者

１月間

居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、日中サービス支援型共同生
活援助、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練、自立生活援助を利用する者

３月間

生活介護、就労継続支援、共同生活援助（日中支援型を除く）、地域定着支援、
障害児通所支援を利用する者

６月間
（★の場合は３月毎）

【施設入所者等】障害者支援施設（国立のぞみの園を含む）、療養介護、重度障害者等包括支援、
地域移行支援を利用する者

６月間

モニタリング実施期間の決定方法

★ 65歳以上で介護保険の居宅介護支援・介護予防支援によるケアマネジメントを受けていない者

障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定者の総合的な援助の方針及び生
活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービスまたは地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支
援を提供する上での留意事項

並びに実施標準期間を勘案して市町村が必要と認める期間（施行規則第６条の１６）

サービス等利用計画案
や職員の聴き取り等

市町村においては、利用している障害福祉サービス又は地域相談支援の種類のみをもって、モニタリングの実施期間として一律に設

定することのないよう相談支援専門員の提案を踏まえつつ利用者ごとに柔軟かつ適切な期間を設定するようにすること。

（平成19年3月23日 障発0323002「介護給付費等の支給決定等について」）
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モニタリングについて（令和６年３月末時点） 出典：令和６年度障害者相談支援事業の実施状況等について
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単位：人 障害児相談支援
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○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。（法第77条の２第２項）

（一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる（同条第３項））

○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。（法第77条の２第１項）※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。

   ① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)

② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
（身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務）

③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援
（地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する

運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務）

④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
（法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務）

※ 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助言その他

援助を行うよう努めるものとされている。（法第77条の２第７項）

基幹相談支援センターの事業・業務等 （障害者総合支援法第77条の2）

個別支援（特にその対応に
豊富な経験や高度な技術・
知識を要するもの）

※令和６年４月１日施行

③④が主要な

「中核的な役割」

新

基幹相談支
援センター

令和４年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像

イメージ図

計画相談

協議会

①、②

障害者等への相
談支援等（個別支

援）

③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支

援

④ (自立支援)協議会の

運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務

主要な中核的役割

その他地域の実情
に応じてさらに機能
を追加することも想
定

主任相談支援専門員等

地域の中核的な役割を
担う人材を配置

医療的ケア児
コーディネー
ターの配置

（例）

障害者虐待
防止センター

※基幹相談支援センター等機能強
化事業（地域生活支援事業費等補
助金）の活用可能

新

新

新

市町村

都道府県 広域的な見地から
の助言その他援助

設置の努力義務（相談支援事業者への委託可）
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◆ 実施主体：市町村 ◆ 補 助 率 ：国１／２以内、都道府県１／４以内、市町村１／４

３ 実 施 主 体 等

〇 本事業について、原則として、基幹相談支援センターに対する補助に見直すとともに、法律上明記される「地域の相談
支援体制強化の取組」及び「地域づくりの取組」への補助に重点化を図る。
※ただし、令和６年度に限り、経過措置として、令和５年度に本事業を実施していた市町村については従前の補助対象も認めることとする。

〇 あわせて、基幹相談支援センターの設置増及び機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

〇 基幹相談支援センター等機能強化事業は、基幹相談支援センター等への専門的職員の配置や地域における相談支援事業者等に対する
専門的な指導・助言等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的としている。

令和４年障害者総合支援法等の一部改正法により、令和６年４月１日から、
・基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務化
・基幹相談支援センターの役割として、「相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務」、「協議会に参画する地

域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務」が法律上明記される
とともに、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針（告示）により令和８年度末までに基幹相談支援センターの全市町村での設置につ
いて成果目標として掲げたところである。

〇 上記を踏まえ、本事業について、基幹相談支援センターの設置促進や機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

１ 事 業 の 目 的

現 行 見直し（案）

①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専
門的職員を配置。
（注）社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強
化するために必要と認められる者

①基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を
配置。 ※新たに②③の事業実施を補助要件とする
（注）主任相談支援専門員又は相談支援専門員である社会福祉士、保健師若
しくは精神保健福祉士等、障害福祉に関する相談支援機能を強化するために
必要と認められる者

②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組 ②基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組

③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
③基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域
づくりの取組

基幹相談支援センター機能強化事業（地域生活支援事業）

令和７年度当初予算 地域生活支援事業費等補助金 502億円の内数（501億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

注）地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の対応分を含む。
また、令和6年度予算額は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により障害福祉サービス報酬へ移行した分等を除く。
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【設置率の全国平均：60％】

基幹相談支援センターの設置率（都道府県別）

基幹相談支援センターについて（令和６年４月１日時点）
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○ 地方公共団体は、協議会を置くように努めなければならない。（共同設置可）（法第89条の３第１項）

○ 協議会は関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援
体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の
整備について協議を行うものとする。（法第89条の３第２項） ※障害者等個人に係る情報の共有が目的に追加

○ 協議会は地域の関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができ、協力を求められた関係機関等は
この求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。（法第89条の３第３項・４項）

○ 協議会関係者は、守秘義務を有する。（法第89条の３第５項） （自立支援）協議会の設置・運営ガイドライン（改定版）5月発出済

○ 都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、（自立支援）協議会の意
見を聴くよう努めなければならない。（法第88条第９項、第89条第７項）

○ 基幹相談支援センターの運営への参画により関係機関の連携の緊密化の促進を図ることを想定。

（法第89条の３第５項）

（自立支援）協議会の概要（障害者総合支援法第89条の３）
※令和６年４月１日施行

（自立支援）協議会について

新

新
新

○ 設置状況（R6.4月時点）

市町村: 1,689自治体(設置率約97％)
※協議会数: 1,212箇所

都道府県: 47自治体(設置率100％)

※構成メンバーについては、設置地方公共団体の地域

の実情に応じて選定されるべきものである。

（想定される例） ※都道府県協議会については市町村も参画

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・

医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産関係事業者、

障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委

員、地域住民 等

（自立支援）協議会の現状等について

子
ど
も
支
援
部
会

権
利
擁
護
部
会

人
材
養
成
部
会

地
域
移
行
部
会

就
労
支
援
部
会

（自立支援）協議会

相
談
支
援
事
業

連
絡
会
議

事
務
局
会
議

専門部会（設置例）

協議会の構成イメージ例

本人（家族）

参
画

福祉サービス事業
者

医療

地域保健近隣住民

相談支援

個別支援会議
サービス担当者会議

事務局機能

事例
の報
告等

行政機関就労支援機関

企業

個別の支援でのネットワーク

（以下の図は成人期の例）

自宅・職場・地域等

新
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（自立支援）協議会の概要

27

• 自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基

盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担うべく整備がすすめられてきた。

• その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部改正によ

り、平成24年４月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化された。

• 平成25年４月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定められる

よう弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。

経 緯

• （自立支援）協議会の設置は、地方公共団体（共同設置可）の努力義務規定。（法89条の３第１項）

• 都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、（自立支援）協議会の意

見を聴くよう努めなければならないとされている。（法88条第９項、89条第７項）

• 設置状況（R6.4月時点） 市町村: 1,689自治体(設置率約97％) ※協議会数: 1,212箇所

都道府県: 47自治体(設置率100.0％)

※構成メンバーについては、設置地方公共団体の地域の実情に応じて選定されるべきものである。

（想定される例） ※都道府県協議会については市町村も参画

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、障害児通所支援事業者等、保健所・保健センター、医療機関等、権利擁護支援における中核機関等、

教育・雇用関係機関、企業、居住支援法人・不動産関係事業者、障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委員、地域住民 等

概 要

部会資料



（自立支援）協議会について（令和６年４月１日時点）
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（自立支援）協議会の設置状況（経年比較）

設置市

町村数

設置率

1,689 , 

97%

52 , 

3%

（自立支援）協議会の設置状況

①設置

②未設置
928, 

77%

217, 

18%

67 , 

5%

（自立支援）協議会の事務局の運営方法

①直営で実施

②委託で実施

③その他

市町村数：1,741 協議会数：1,212

※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。
※平成25年4月1日の設置状況は、未提出の自治体を除いた暫定値。
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（自立支援）協議会 専門部会について（令和６年４月１日時点）

195, 

16%

277, 
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342, 

28%

240, 

20%

158, 

13%

（自立支援）協議会の

開催実績（令和５年度）※専門部会を除く

０回
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４回以上

996, 

82%
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（自立支援）協議会専門部会

の設置状況

①設置

②未設置
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（自立支援）協議会の専門部会の種類

①課題別

②障害別

③地域別

④その他
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専門部会（課題別）の設置状況

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援関係

⑦地域生活・生活支援関係

⑧精神関係

⑨その他

協議会数：1,212
協議会数：1,212

専門部会（課題別）設置数:928

専門部会設置
協議会数 ：996

(3.2)

890 

(3.9)

848 
(4.3)

281 

(4.…

(4.3)

2,9…

(6.1)
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1,…
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開
催
回
数

専門部会（課題別）の開催実績（令和５年度）

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援関係

⑦地域生活・生活支援関係

⑧精神関係

⑨その他

専門部会（課題別）設置数:928

※（）内の数値は１部会あたりの年間開催回数

※複数回答可であるため、合計数は専門部
会設置協議会数と一致しない。

※複数回答可であるため、合計数は設置数と一致しない。
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都道府県（自立支援）協議会について（令和６年４月１日時点）

【設置状況】 【運営方法】

○設置済み：47都道府県 ○直営：46都道府県 ○委託：１都道府県

設 置 状 況 ・ 運 営 方 法
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4; 8.5%

29; 61.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①指定一般・特定・障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の…

②指定一般・特定・障害児相談支援事業者（障害者相談支援事業の…

③障害者就業・生活支援センター

④発達障害者支援センター

⑤障害福祉サービス事業者

⑥医療機関（病院・診療所など）

⑦教育関係機関（特別支援学校など）

⑧民間企業

⑨高齢者介護の関係機関

⑩障害当事者団体・障害当事者及びその家族（障害者相談員を除く）

⑪権利擁護関係団体（権利擁護関係者）

⑫大学等（学識経験者など）

⑬公共職業安定所（ハローワーク）

⑭保健所

⑮保育所

⑯児童相談所

⑰市町村（行政職員）

⑱都道府県（行政職員）

⑲身体障害者相談員

⑳知的障害者相談員

㉑民生委員・児童委員

㉒主任児童委員

㉓地域住民の代表者

㉔管内の地域自立支援協議会の代表者

㉕その他

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別）

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合

設置都道府県数：47
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◆ 実施主体：都道府県 ◆ 補 助 率 ：国１／２、都道府県１／２

３ 実 施 主 体 等

・都道府県にアドバイザーを設置し、市町村に対する基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・整備並びに運営
に関する助言や、広域での設置・整備に向けた調整等の支援を行う。
※基幹相談支援センター等の整備率が低い都道府県１０県程度、かつ、令和８年度まで３年間の時限的な実施を想定

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

〇 障害者総合支援法の改正により、令和６年４月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義
務となるが、整備市町村は約半数にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。

〇 同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援
センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備
の促進を図る。

１ 事 業 の 目 的

令和７年度当初予算案 32百万円 （ 32百万円 ）※（）内は前年度予算額

都道府県厚生労働省

補
助

市町村

アドバイザーを配置

市町村 市町村・市町村に対する助言
・広域整備等に向けた調整等

地域生活支援拠点等

地域の相談
支援従事者に
対する助言等

「地域づくり」の業務

基幹相談
支援センター

単独又は共同による整備

地域移行の推進
（体験の機会・場） ※複数の事業者が連携するなど

地域の実情に応じて整備

緊急時の相談・対応

拠点コーディネーター

都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業（地域生活支援促進事業）
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◆ 実施主体：国（民間事業者への委託可）

３ 実 施 主 体 等

・ 国において、各自治体における相談支援の体制整備等の状況（基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の設置・整備
状況、（自立支援）協議会の運営状況等）について調査を実施し、現状及び課題について詳細に分析・把握。

・ 当該調査結果により把握した地域の体制整備の状況も踏まえ、基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等をはじめと
する地域の相談支援体制等の強化や（自立支援）協議会の効果的な運営のため、

国と自治体の間で意見交換等を実施するためのブロック会議や市町村との意見交換会等を開催する。
※ 令和８年度まで３年間の時限的な実施を想定

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

障害者総合支援法の改正により、令和６年４月１日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力
義務となり、（自立支援）協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。

当該法改正を踏まえ、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込ま
れたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主
導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。

１ 事 業 の 目 的

障害者地域生活支援体制整備事業費（都道府県とのブロック会議等の開催）

令和７年度当初予算案 11百万円（11百万円）※（）内は前年度予算額

都 道 府 県
市 区 町 村事 業 者

調査実施

調査回答

厚 生 労 働 省

調査委
託

結果報告

全国へ情報共有

都 道 府 県
市 区 町 村事 業 者

厚 生 労 働 省

会議運営
委託

・・・

ブロック毎に会議開催
各自治体と意見交換を実施

調査の分析結果も踏まえ・・・

都 道 府 県
市 区 町 村
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地域の体制整備や地域づくり
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障害福祉計画・障害児福祉計画（基本指針）



「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要

○ 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。

○ 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和５年５月19日に告示。

計画期間は令和６年４月～令和９年３月。

１．基本指針について

２．本指針の構成

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確

保に関する基本的事項

一 基本的理念

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方

三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確

保に係る目標（成果目標）

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

三 地域生活支援の充実

四 福祉施設から一般就労への移行等

五 障害児支援の提供体制の整備等

六 相談支援体制の充実・強化等

七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体

制の構築

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関

する事項

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成

に関する事項

四 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通

所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 障害者等に対する虐待の防止

二 意思決定支援の促進

三 障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

五 障害を理由とする差別の解消の推進

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業

所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における

研修等の充実

第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画
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①施設入所者の地域生活への移行等
（都道府県・市町村）

○ 居宅介護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 重度訪問介護の利用者数、利用時間数 ※

○ 同行援護の利用者数、利用時間数 ※ ○ 行動援護の利用者数、利用時間数 ※

○ 重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数 ※ ※個々のサービスとしての指標は初めて

○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数

○ 就労選択支援の利用者数、利用日数【新設】 ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数

○ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 ○ 就労定着支援の利用者数

○ 短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数

○ 自立生活援助の利用者数 ○共同生活援助の利用者数 ※重度障害者の利用者数を追加

○ 計画相談支援の利用者数 ○ 地域移行支援の利用者数 ○ 地域定着支援の利用者数

○ 施設入所支援の利用者数 ※新たな入所希望者のニーズ・環境の確認

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
（都道府県・市町村）

○ 保健、医療・福祉関係者による協議の場の開催回数

○ 保健、医療（精神科、精神科以外の医療機関別）、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごと

の参加者数

○ 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数

○ 精神障害者の地域移行支援の利用者数 ○ 精神障害者の地域定着支援の利用者数

○ 精神障害者の共同生活援助の利用者数 ○ 精神障害者の自立生活援助の利用者数

○ 精神障害者の自立訓練（生活訓練）【新設】

（都道府県）

○ 精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数

③地域生活支援の充実
（都道府県・市町村）

○ 地域生活支援拠点等の設置箇所数とコーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等における

機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数

④福祉施設から一般就労への移行等
（都道府県）

○ 福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数

○ 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数

○ 障害者に対する職業訓練の受講者数

５．活動指標
⑤発達障害者等に対する支援
（都道府県・市町村）
○ 発達障害者地域支援協議会の開催回数 ○発達障害者支援センターによる相談支援の件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数

○ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発

の件数

○ ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数

○ ペアレントメンターの人数 ○ピアサポートの活動への参加人数

⑥障害児支援の提供体制の整備等
（都道府県・市町村）
○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数

○ 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 ○ 訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数

○ 障害児相談支援の利用児童数

○ 医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

（都道府県）
○ 福祉型障害児入所施設の利用児童数 ○ 医療型障害児入所施設の利用児童数

○ 医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数【新設】

⑦相談支援体制の充実・強化等
（市町村）
○ 基幹相談支援センターの設置【新設】

○ 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数

○ 基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数

○ 基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数

○ 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善【新設】

⑧障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
（市町村）
○ 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施す

る研修の参加人数

○ 障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自

治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数

（都道府県・市町村）
○ 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導

監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数

（都道府県）
○ 相談支援専門員研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数の見込み

【新設】

○ 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン

等を活用した研修の実施回数及び修了者数の見込み【新設】
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（参考）成果目標と障害福祉サービスの見込量（活動指標）との関係（イメージ）

障害福祉サービス、相談支援並びに市町村都道府県の地域生活支援事業の提供体制の
確保に係る目標

成果目標を踏まえ
て、サービス見込
量等を設定

障害福祉サービスの
実施等により成果目
標の達成を目指す。

① 障害福祉サービス等の必要な量の見込み（利用者数、利用時間、利用人日）
② その他の追加指標

達成すべき基本的な目標（成果目標）を設定する分野

目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標（活動指標）

① 施設入所者の地域生活への移行
② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
③ 障害者の地域生活の支援
④ 福祉施設から一般就労への移行等
⑤ 障害児支援の提供体制の整備等

成果目標を設定

第133回

障害者
部会資

料を使用

社保審：部会
第133回資料
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基本指針について
・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第87条第1項の規定に

基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

・また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児

通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成

・第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画（令和９～11年度）を作成するための基本指針は令和７年度内の告示を想定。

H27 H28 H29   H30   R元    R2 R3  R4 R5 R6 R7   R8   R9【計画策定に係る工程】

基
本
指
針

見
直
し

障害福祉計画及び障害児福祉計画について（概要）

基
本
指
針

見
直
し

基
本
指
針

見
直
し

国

（３年に１回、基本指針の見直し）

計
画

作
成

計
画

作
成

基
本
指
針

見
直
し

計
画

作
成

都道府県・市町村

（３年ごとに障害福祉計画等の作成）
計
画

作
成

※ 障害福祉計画等は、３年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の

影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能。

社保審：部会
第146回資料
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障害者の地域移行・地域生活



障害者支援施設における地域移行を推進するための取組

① 運営基準の見直し（地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認）

② 基本報酬の見直し

○ 障害者支援施設から地域生活への移行を推進するため、運営基準の見直しや、報酬の見直し・拡充を行う。

〇 すべての施設入所者に対して、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し、本人の希望に応じた
サービス利用になるようにしなければならないことを規定。

〇 また、以下の①、②の体制の整備を令和６年度から努力義務化。令和８年度から義務化するとともに、未対応の場合は減算の対象とする。

①地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を選任すること

②意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成していること

【新設】
地域移行等意向確認体制未整備減算５単位／日

〇 利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定。

〇 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合の評価の拡充。

〇 前年度において障害者支援施設から地域へ移行し、６か月以上地域での生活が継続している者が１名以上いる場合かつ入所定員を１名以上減らし
た実績を評価する加算を創設。

〇 送迎加算について、障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎した場合には、施設入所者を加算の対象とするよう見直し。

利用定員 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

40人以下 459単位 387単位 312単位 236単位 171単位

41人以上
60人以下

360単位 301単位 239単位 188単位 149単位

61人以上
80人以下

299単位 251単位 201単位 165単位 135単位

81人以上 273単位 226単位 181単位 149単位 128単位

利用定員 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下

40人以下 463単位 392単位 316単位 239単位 174単位

41人以上
50人以下

362単位 303単位 240単位 189単位 150単位

51人以上
60人以下

355単位 297単位 235単位 185単位 147単位

61人以上
70人以下

301単位 252単位 202単位 166単位 137単位

71人以上
80人以下

295単位 247単位 198単位 163単位 133単位

81人以上 273単位 225単位 181単位 150単位 129単位

【現行】 【見直し後】

【新設】地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域移行支援体制加算 例：利用定員が41人以上50人以下、区分６の場合 ９単位／日

③ 地域生活への移行を推進するための評価の拡充
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障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究
（ 令 和 ６ 年 度 障 害 者 総 合 福 祉 推 進 事 業 ）

（令和６年度）
今後の検討の材料を整理するため、以下を行う。
・ 先行研究の整理
・ 取組事例（積極的に地域移行を進めている事例、医ケア者等が地域生活を実現できている

事例など）の収集・整理
・ 委員、協力団体から意見収集
・ 実態調査（当事者へのヒアリング調査も含む）

○ ７月２日 第１回検討会開催。事前に委員・協力団体から意見をいただき、意見をカテゴリーごとに
整理の上、実態調査すべき事項を整理。

○ ９月19日 第２回検討会開催。第１回検討会の委員等意見を踏まえ調査項目等の整理。

○ 11月22日 障害者支援施設の実態調査を実施（悉皆調査。実査期間は約１か月。〆切1/5。）
11月29日 入所施設の待機者の把握状況調査（都道府県、指定都市、中核市に調査。〆切1/10。)

○ ２月～ 地域移行実績等のある障害者支援施設・法人へのヒアリング調査、当事者や親へのヒアリン
グ調査を実施（10施設・法人等にヒアリング。実査期間は２か月）

○ ２月５日 第３回検討会開催。（調査票の集計・分析結果、事例等について議論）

○ ３月11日 第４回検討会開催。調査結果、ヒアリング結果のとりまとめ。年度末までに報告書作成。

（令和７年度）
厚労省で検討会を立ち上げ（令和７年５月26日）、障害福祉計画の基本指針の見直し、令和９年度報酬改

定等に向けて報告書をまとめる。

今後のスケジュール
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障害者支援施設における地域移行等の意向確認マニュアルの作成に関す る調査研究
（ 令 和 ６ 年 度 障 害 者 総 合 福 祉 推 進 事 業 ）

○ 令和６年 ８月１９日 第１回検討委員会開催。事前に委員からは意見をいただき、マニュアル骨子案の検討を
行うとともに、ヒアリング調査の内容とヒアリング対象施設・法人について議論。

○ 令和６年１０月１５日 第２回検討委員会開催。前回委員意見を踏まえたマニュアル骨子案の提示、ヒアリング
対象施設・法人の決定、ヒアリング調査時の調査項目について議論。

○ 令和６年１２月１５日 第３回検討委員会開催。ヒアリング調査結果の報告、マニュアル修正案、報告書骨子案
について議論予定。

○ 令和７年 ２月１８日 第４回検討委員会開催。マニュアルの内容について委員意見の集約。

○ 令和７年３月下旬 委員意見反映の上、地域移行等意向確認等の指針作成マニュアル、報告書のとりまとめ。

今後のスケジュール

（マニュアルの在り方）
○ ガイドラインで定義や大枠を示しているため、マニュアルでは現場の支援に活用できるような具体的な手法を示したい。
○ 単なる意向確認のための個別支援計画の作り方が記載されているのではなく、意向確認の進め方や意向確認をすべきタ

イミング等の具体的な情報が入っていると良い。
○ 実際の現場では全体の半数くらいが代行決定になってしまった事例もあり、意思決定支援の方法について様々なバリ

エーションを具体的に示すことが必要。

（実効性の高いマニュアルにする工夫）
○ 簡易版を作成するなど、現場の職員の方に活用してもらいやすい工夫が必要。
○ ヒアリングをして現場の職員の方の意見を聞くが、今年度マニュアルを作成した後、実際にマニュアルに沿って一定期

間実践していただき、必要に応じて内容を更新していくべき。

委員からの事前の意見聴取
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障 害 者 支 援 施 設 に お け る 支 援 者 の た め の 地 域 移 行等 の 意 向 確 認マ ニ ュ ア ル （概 要 ）
（ 令 和 6年 度 障 害 者 総 合 福 祉 推 進 事 業 ）
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• 地域移行等の意向確認の取組みに、より実効性を持たせるため、主に障害者支援施設に勤務する支
援者が、地域移行等の意向確認を実施する際に活用するマニュアル

作成の目的

想定する読み手

作成のポイント

• すべての入所者に対して地域移行等の意向の確認をすることが令和６年度から努力義務化、令
和８年度からは義務化される。

• 意向確認の実施状況及び実際の支援方法は施設によって様々である。
→こうした現状を踏まえ、地域移行等の意向確認の取組みに、より実効性を持たせるため、施設
における地域移行等の意向確認マニュアルを作成

• 主に障害者支援施設に勤務する支援者が、地域移行等の意向確認を実施する際に活用するもの
としての位置づけ

• また、相談支援専門員をはじめとする地域の関係者や、利用者の家族も読み手となることを想
定し、地域の関係機関の役割や連携についても言及

• 国の意思決定支援ガイドラインを踏まえつつ、現場の支援に活用できるような具体的なアプ
ローチ、メソッド等を示している。

• 基準省令等で示されている内容を踏まえつつ、先行研究（好事例）やヒアリング調査から得ら
れた示唆等を受け、委員による議論を基にマニュアルとして記載すべき内容を追加。

• 文章だけではなく、表や図・イラスト等も多く含めるとともに、簡易版も作成するなど、より
現場の職員が手に取りやすい工夫を行っている。

対象とする範囲
• 障害者支援施設に入所している利用者の地域移行等に係る意向確認を対象とする。
• 意向確認が必要な場面として、入所直後のアセスメント時や、その後の日中活動や地域移行等

に関する意向確認についてフロー図で示し、本マニュアルの対象範囲を明示する。



本人も家族も安心できる地域生活 本人の希望に応じた施設から地域生活への移行

障害当事者

行政機関（障害福祉・高齢・保健等）・医療等の関係機関 （自立支援）協議会等の協議の場

↑ 連携 ↓

地域生活支援拠点等の主な機能

拠点コーディネーター

緊急時に備えた相談

緊急時の対応

↑ 連携 ↓

緊急時対応加算

自立生活援助

地域定着支援

緊急時対応加
算

緊急時対応加算

地域移行支援 宿泊体験・体験利用加算

＊図内の枠色について

既存の障害福祉報酬での取組

R６障害福祉サービス等報酬改定

在 宅

共同生活援助（グループホーム）

一人暮らし支援

強度行動障害
対応強化

集中支援加算

短期入所 拠点登録の加算 緊急時対応加算

居宅介護・重度訪問支援・同行援護・行動援護 等 緊急時対応加算

自立訓練・就労支援系・生活介護 等 緊急時対応加算体験利用支援加算

地域移行の推進

（体験の機会・場の確保

等）

計画相談支援

障害当事者

障害当事者

基幹相談支援センター・（市町村）障害者相談支援事業

アウトカム評価

地域移行加算 地域移行促進加算Ⅰ

退所時の評価 地域移行支援時
の評価

地域移行支援導入前の
取組の評価

動機付け支援

地域移行の意向確認

施設外の送迎促進

施設外利用の意向確認

＊障害福祉サービス等報酬の一部抜粋

障害者支援施設

各機関とも連携して
意思決定支援を行う

計画相談支援
（機能強化型Ⅰ又はⅡ）

地域移行支援
自立生活援助

サービス管理責任者等
地域移行意向確認担当者

障害者支援施設からの地域移行に向けた取組の全体像（イメージ）

地域定着支援
拠点コーディネーターの配置

報酬の見直し等

Ｒ６改定
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☆ 障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。
☆ １つの住居の利用者数の平均は６名程度。

☆ 単身での生活は不安があるため、一定の支援
を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく地
域の中で暮らしたい方

☆ 施設を退所して、地域生活へ移行したいがい
きなりの単身生活には不安がある方 など

具体的な利用者像

☆ 主として夜間において、共同生活を営むべき住
居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護
その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せ
て、居宅における自立した日常生活への移行後の定
着に関する相談等の援助を実施

☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連
絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

具体的な支援内容

事業所数・利用者数については、国保連令和6年12月サービス提供分実績

☆ 共同生活住居ごとに１以上のユニットが必要
☆ ユニットの入居定員は２人以上１０人以下
☆ 居室及び居室に近接して設けられる相互に

交流を図ることができる設備を設ける
☆ 居室の定員：原則１人
☆ 居室面積：収納設備を除き７．４３㎡

必要な設備等

グループホームの概要

利用者数合計 199,550人

グループホーム（共同生活援助）

（介護ｻｰﾋﾞｽ包括型） （日中ｻｰﾋﾞｽ支援型） （外部ｻｰﾋﾞｽ利用型）

利用対象者 障害支援区分にかかわらず利用可能

ｻｰﾋﾞｽ内容
・主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助
・居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助

（日中サービス支援型を除く。）

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者に よ
り介護ｻｰﾋﾞｽを提供

当該事業所の従業者により
常時の介護ｻｰﾋﾞｽを提供

外部の居宅介護事業所に
委託

報酬単位

障害支援区分に応じて
600単位～171単位

障害支援区分に応じて
997単位～253単位

171単位～115単位
標準的な時間に応じて (受
託居宅介護ｻｰﾋﾞｽ)

96単位～

事業所数 11,857事業所
1,242事業所

（平成30年4月～）
1,148事業所

利用者数 167,004人
18,441人

（平成30年4月～）
14,105人

45出典：国保連データ（各年度末月）

★住宅地に立地
★入居定員は原則１０名以下

※ 既存の建物を利用する場合は20名以下、
都道府県知事が特に必要と認める場合は
30名以下とすることができる。

※ 日中ｻｰﾋﾞｽ支援型の場合、一つの建物に
複数の共同生活住居を設けることができる。
（定員の合計は20人以下）

利用者数の推移

R6.12月実績



【新設】退居後共同生活援助サービス費・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位/月 ＊退居後3ヶ月 自立支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した者が対象。

【新設】退居後ピアサポート実施加算 100単位/月 ＊退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費に加算

【現 行】自立生活支援加算 500単位/回 ＊入居中2回、退居後1回を限度

【見直し後】（新設）自立生活支援加算(Ⅰ) １,000単位/月 ＊ 6ヶ月。個別支援計画を見直した上で支援を実施。介護サービス包括型、外部サービス利用型が対象。

（現行）自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回 ＊入居中2回、退居後1回を限度。日中サービス支援型対象

（新設）自立生活支援加算(Ⅲ) 80単位/日 ＊移行支援住居。3年間。介護サービス包括型、外部サービス利用型において、共同生活住居単位で実施。

※ 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や意思の表明が十分に確認できていない場合、事業所や支援者の都合による場合等については、加算の対象外。

グループホーム
生活支援

グループホームを利用していく中で、
新たな生活の希望が出てきた場合
（期間の定めはない）

個別支援計画の見直し

自立支援加算（Ⅰ）

利用前に本人の希望する
生活や意思について共有

移行支援住居

入居前

＊サービス管理責任者は、ソーシャルワークの専門職（社会福祉士や精神保健福祉士）を常勤専従で７：１以上で配置。
日中からの同行支援や会議体への参加等の居住の確保に関する支援、グループワークによる支援等を評価する。

入居中

個別支援計画を見直し
た上で、希望する生活
に向けて住居の確保等
の支援を受ける（６か月）

１ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 中 に 一 人 暮 ら し 等 を 希 望 し た 利 用 者 に 対 す る 支 援

２ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 前 か ら 一 人 暮 ら し 等 を 希 望 す る 利 用 者 に 対 す る 支 援

新しい暮らしに馴染むため、一定
期間、関係性のあるグループホー
ムの職員が訪問により支援
（３か月）

入居前

個別支援計画等の作
成

個別支援会議等
本人の希望する生活や
意思について共有

個別支援計画等の作
成

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実

個別支援会議

個別支援会議等

・介護サービス包括型
・外部サービス利用型

退居後共同生活援助サービス費

居宅介護等

退居後
ピアサポート

実施加算グループホーム
・移行支援住居の定員は

２人以上７人以下。

ピアサポート
実施加算グループワーク等

住まいの確保

一
人
暮
ら
し
等
へ

自立支援加算（Ⅲ）

３ ． 退 居 後 の 支 援

居住支援法人・
協議会等との
連携・報告

同じ目的を持った仲間と共に
希望する生活を目指す住居の
確保や退居後の生活に向けた
支援を受ける（３年間）

①グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実

【新設】ピアサポート実施加算 100単位/月 ＊自立支援加算(Ⅲ)に加算

【新設】居住支援連携体制加算 35単位/月、地域居住支援体制強化推進加算 500単位/回（月1回を限度） ＊自立支援加算(Ⅰ)に加算

＊移行支援住居の入居者については、自立支援加算（Ⅲ）として一括して評価。

②グループホーム退居後における支援の評価
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共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直し

①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

② 基本報酬区分の見直し等

○ 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直す。
○ 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直す。

介護サービス包括型の例（世話人の配置６:１以上）

【現 行】共同生活援助サービス費（Ⅲ） 区分６：583単位 区分５：467単位 区分４：387単位 区分３：298単位 区分２：209単位 区分１以下：170単位（単位／日）

【見直し後】共同生活援助サービス費（Ⅰ） 区分６：600単位 区分５：456単位 区分４：372単位 区分３：297単位 区分２：188単位 区分１以下：171単位（単位／日）

特定従業者数換算方法（週40時間で換算）で利用者の数に対して一定以上の世話人又は生活支援員が加配されている事業所に対して加算する。

【新 設】人員配置体制加算（Ⅰ） 区分４以上 83単位／日 区分３以下 77単位／日 ＊特定従業者数換算方法で12：1以上の世話人等を加配

人員配置体制加算（Ⅱ） 区分４以上 33単位／日 区分３以下 31単位／日 ＊特定従業者数換算方法で30：1以上の世話人等を加配

③ 日中支援加算の見直し

○ 日中支援加算（Ⅱ）について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。

【現 行】 支援の3日目から算定可

【見直し後】 支援の初日から算定可 ＊介護サービス包括型及び外部サービス利用型を対象とし、日中サービス支援型は当該加算の対象外とする。

④ 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い

○ 令和６年３月31日までとされている重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。
その上で、居宅介護等を８時間以上利用する場合については、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

新基本
報酬

人員配置
体制加算

各種
加算

各種
加算

○ 受入体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。

【拡充】重度障害者支援加算（Ⅰ）：（受入）360単位／日 ＊行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）500単位／日 ＊180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日

【拡充】重度障害者支援加算（Ⅱ）：（受入）180単位／日 ＊行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）400単位／日 ＊180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日
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≪地域との連携等【新設】≫

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者
並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね
１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学する
機会を設けなければならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として
都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。

※ 上記規定は、令和６年度から努力義務化、令和７年度から義務化。

共同生活援助における支援の質の確保（地域との連携）

○ 障害者部会報告書において、

・ 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されない

といった支援の質の低下が懸念される。

・ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に

入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした

仕組みを導入することが有効と考えられる。

との指摘があった。

○ これを踏まえ、運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目（又は第三者による

評価）を定期的に入れる取組を義務づける。（施設入所支援も同様）
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地域生活支援拠点等の機能の充実

○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活
支援拠点等について、障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、
機能の充実を図る。

① 情報連携等のコーディネート機能の評価

○ 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を
創設する。（別紙参照）

地域定着支援

自立生活援助

地域移行支援

指定特定・障害児相談
支援事業所

機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

拠点コーディネーター

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因
して生じた緊急事態の際に、夜間に支援を行った場合に加算する。 【新設】通所系サービス 緊急時受入加算 100単位／日

② 緊急時の重度障害者の受入機能の充実

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、平時からの連携調整に従事する者を配置する短期入所事業所において、医療的ケア児等の重度障
害者を受け入れた場合に加算する。 【現行】短期入所（加算）100単位／日 ＊拠点位置づけのみ 【見直し後】短期入所（加算）200単位／日 ＊連携調整者配置

③ 地域移行に向けた動機付け支援に係る評価

○ 地域生活支援拠点等に位置づけられている障害者支援施設において、地域移行に向けた動機付け
支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合に加算する。
（１月に３回を限度）

【新設】施設入所支援 地域移行促進加算（Ⅱ） 60単位／日

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月 ＊拠点コーディネーター1名につき100回／月を上限

（地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援）

※ 地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する者を配置することを要件に加える。（訪問系サービス等）
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拠点コーディネーターの配置によるコーディネート機能の体制整備の評価

本人も家族も安心できる
地域生活

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

地域移行の推進
（体験の機会・場の確保等）

① 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所が単独で配置する場合

市町村
整備主

体
として

位置づ
け

指定特定・障害児相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

短期入
所

訪問系事業
所

基幹相談

支援センター
等

行政機
関

拠点コーディネー
ター

基幹相談

支援センター
等

精神科病
院

入所施
設

体験の
場

行政機
関

拠点コーディネー
ター

② 市町村が整備する地域生活支援拠点等において、拠点コーディネーターを
地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合

【新設】地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位／月

地域定着支援

自立生活援助

地域移行支援

指定特定・障害児相談支援事業所
機能強化型(Ⅰ)or(Ⅱ)

拠点コーディネーター

AA

拠点コーディネーターを
当該事業所に配置

通所事業
所

指定一般相談支援事業所
指定自立生活援助事業所

○ 以下の①又は②のいずれかに該当する相談支援事業所等
で提供される計画相談支援、障害児相談支援、地域移行
支援、自立生活援助、地域定着支援において加算する。

① 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。）と自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを同一の
事業所で一体的に提供し、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた相談支援事業者等において、
情報連携等を担う拠点コーディネーターを常勤で１以上
配置した場合。

② 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型基本報
酬(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る。）、自立生活援
助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者
が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に
連携して運営されており、かつ、市町村から地域生活支
援拠点等に位置づけられた当該事業者又はネットワーク
上の関係機関（基幹相談支援センター等）において、情
報連携等を担う拠点コーディネーターが常勤で１以上配
置されている場合。

＊ 拠点コーディネーターを配置した当該相談支援事業所
等は、 配置した拠点コーディネーター１人につき、合計
100回／月 までの算定を可能とする。

【拠点コーディネーターの役割（例）】
○ 市町村との連絡体制、基幹相談支援センターや相談支援

事業所との連携体制、市町村（自立支援）協議会との連携
体制、複数法人で拠点機能を担う場合の連携体制や伝達体
制の整理等の、地域における連携体制の構築。

○ 緊急時に備えたニーズ把握や相談、地域移行に関する
ニーズの把握や動機付け支援等。

相談支援事業
所

相談支援事業
所

＊拠点コーディネーターの役割は、地域における連携体制の構築であり、
個別給付に係る支援の実施が配置の目的ではないことを当該相談支援

 事業所等は留意。原則、個別給付に係る業務は行わない。
＊本報酬は法第77条第３項の地域生活支援拠点等の体制整備に係る加算

であることから、市町村は、本報酬を理由に、障害者相談支援事業の
 委託料を減額することがないように留意。

基幹相談
支援センター等

B事業所 D事業所(＊)C事業所

本人の希望に応じた
施設等から地域生活への移行

地域移行の推進
（体験の機会・場の確保等）

本人も家族も安心できる
地域生活

緊急時に備えた相談
緊急時の対応

市町村
整備主体として

位置づけ

地域
で
活動

地域
で
活動

A事業所

＊拠点コーディネーターは加算対象以外の事業所にも配置可。
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虐待防止・権利擁護と意思決定支援

※ 専 門 コ ー ス 別 研 修 （ 意 思 決 定 支 援 コ ー ス ）

意 思 決 定 支 援 コ ー ス 研 修 の 内 容 も 参 照 の こ と
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意思決定支援

詳細については、専門コース別研修 意思決定支援コース資料を活用すること



障害者の意思決定支援を推進するための方策

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

・ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

・ 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検

討をしなければならない。

・ 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を

行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

・ 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対す

る意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個

別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思

決定支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

相談支援事業者
サービス事業者 ア

セ
ス
メ
ン
ト

計
画
原
案
作
成

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

個
別
支
援
会
議

計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ※

利用者本人の参加
（原則）

計
画
作
成

ビジネスのイラスト「会議」

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示
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⃝ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指定相談支援事業者に対し、
「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

⃝ 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有することを
通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等
自己決定が困難な場合

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

趣 旨

《意思決定支援の定義》

意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可

能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最

後の手段として本人の最善の利益の検討のために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

《意思決定を構成する要素》

（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

① 日常生活における場面（食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等基本的生活習慣に関する場面）

② 社会生活における場面（自宅からグループホームや入所施設、一人暮らし等に住まいの場を移す等の場面）

（３）人的・物理的環境による影響

意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

意
思
決
定
に
関
す
る
記

録
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等
○ アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集・本人

の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、人的・物理的環境等のアセスメ
ント・体験を通じた選択の検討 等

本人が自己決定できるように支援

意思決定支援の定義 / 意思決定を構成する要素

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

意思決定支援の流れ
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25

サービス担当者会議等への利用者本人の同席状況

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査より

相談支援及び障害

福祉サービス事業

等の指定基準にお

いて、相談支援専

門員やサービス管

理責任者が行う

サービス担当者会

議・個別支援会議

について、利用者

本人が参加するも

のとし当該利用者

の生活に対する意

向等を改めて確認

する。ことを追加。



ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者

支
給
決
定
（
市
町
村
）サ

ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

個
別
支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト

利
用
契
約
（
利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能力の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。

利用者本人の参加
（原則）

交付

交付
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サービス等利用計画・障害児支援利用計画に関する個別支援計画の報告

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査より

サービス等利用計画・障害児支援利用計画に関する個別支援計画の報告の状況について聞いたところ、１事業所あたりの平均

で、サービス事業者からの個別支援計画の報告件数（回収件数）が43.5件、個別支援計画の本来の報告件数に対する実際の報

告件数の割合が47.8％となっている。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画に関する個別支援計画の活用状況については、「今回の報酬改定で個別支援計画の

報告先となり、計画のモニタリングや更新の際に新たに個別支援計画を活用するようになった」が33.8%、「以前から必要に

応じてサービス事業者に依頼して個別支援計画を入手し、計画のモニタリングや更新の際に活用してきた」が33.6%となって

いる。
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虐待防止



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態
にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に対す
る虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対する虐
待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

      
市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

附則第２条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うため
の方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のため
の制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の
施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

検討

通報
①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告
労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に
対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待
の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

目 的
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１．障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞ 経年グラフ

・令和５年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は9,972件であり、令和４年度から
1,322件（15.3%）増加。

・令和５年度の虐待判断件数は2,283件であり、令和４年度から160件（7.5%）増加。
・令和５年度の被虐待者数は2,285人であり、令和４年度から155人（7.3%）増加。

＊ 平成24年度は下半期のみのデータ

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

相談・通報件数（件） 3,260 4,635 4,458 4,450 4,606 4,649 5,331 5,758 6,556 7,337 8,650 9,972

虐待判断件数（件） 1,311 1,764 1,666 1,593 1,538 1,557 1,612 1,655 1,768 1,994 2,123 2,283

被虐待者数（人） 1,329 1,811 1,695 1,615 1,554 1,570 1,626 1,664 1,775 2,004 2,130 2,285

養護者
平成 令和

3,260

4,635 4,458 4,450 4,606 4,649
5,331

5,758
6,556

7,337

8,650

9,972

1,311
1,764 1,666 1,593 1,538 1,557 1,612 1,655 1,768 1,994 2,123 2,283

1,329
1,811 1,695 1,615 1,554 1,570 1,626 1,664 1,775 2,004 2,130

2,285

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

養護者による障害者虐待

相談・通報件数（件） 虐待判断件数（件） 被虐待者数（人）

３



市区町村

虐待の事実
が認められ
た事例

被虐待者数
2,285人

虐待者数
2,451人

（死亡事例：
  1人）

虐待事例に対する措置

令和５年度 障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞

相談
通報

9,972件

主な通報
届出者内訳

●警察 (52.6%)

●本人による届出 （11.4%)

●障害者福祉施設・事業

所の職員 (11.0%)

●相談支援専門員（10.5%）

●当該市区町村行政職員

(4.1%)

●その他 (3.1%)

都道府県

市区町村に
連絡した事
例 65件

明らかに虐待でな
いと判断した事例
24件

89件

9,883件

① 養護者への助言・指導            45.9%
② 定期的な見守りの実施 41.6%
③ サービス等利用計画見直し 14.6%
④ 新たに障害福祉サービス利用 14.2%
⑤ 障害福祉サービス以外の

サービス利用 5.4%

① 障害福祉サービスの利用 45.0%
② 法に基づくやむを得ない措置 6.3%
③ ①、②以外の一時保護   11.9%
④ 医療機関への一時入院 12.8%
⑤ その他 23.9%
①～⑤のうち、面会制限を行った事例

26.8%

うち、虐待者と分離した人数 773人

対応検討・調整中を除く被虐待者数
2,217人

対応検討・調整中 68人

うち、市町村長申立 65人

成年後見制度の審判請求 124人

事実確認調査を行った
事例 8,351件

うち、法第11条に基づく
立入調査  199件

事実確認調査を行って
いない事例 1,792件

・明らかに虐待ではな
く調査不要 1,365

件
＊都道府県判断の24件を含む

・調査を予定、又は検
討中 191

件

2,283件

● 性別
男性（62.2%）、女性（37.7%）

● 年齢
60歳以上（39.8%）、50～59歳（27.7%）
40～49歳（15.6%）

● 続柄
母（24.8%）、父（23.7%）、夫（16.1%）
兄弟（11.2%）、その他（9.8%）

虐待者(2,451人）

● 性別 男性（36.1%）、女性（63.9%） ※性別不明：1名

● 年齢
 50～59歳（24.2%） 、 20～29歳（22.5%）
 40～49歳（19.3%）

● 障害種別（重複障害あり）

● 障害支援区分のある者 （50.0%）
● 行動障害がある者 （27.0%）
● 虐待者と同居 （84.5%）
● 世帯構成

両親（13.5%） 、その他（13.2%） 、配偶者（12.6%）、
両親・兄弟姉妹（11.9%） 、単身（9.1%） 、母（9.3%）

被虐待者（2,285人）

事実確認調査の状況 (10,143件)

65
件

＊令和４年度に通報・届出があった事案171件を含む

虐待行為の類型（複数回答）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

16.8% 45.7% 44.4% 3.5% 2.1%

家庭における被虐待者と虐待者の人間関係 43.0%

虐待者が虐待と認識していない 41.3%

虐待者の知識や情報の不足 23.7%

被虐待者の介護度や支援度の高さ 23.3%

虐待者の介護疲れ 23.3%

虐待者の介護等に関する強い不安や悩み・介護ストレス 17.5%

虐待者の障害、精神疾患や強い抑うつ状態 16.2%

市区町村職員が判断した虐待の発生要因や状況（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

67.5% 2.3% 32.0% 11.2% 16.5%

４



２．障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞ 経年グラフ

・令和５年度の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の相談・通報件数は5,618件であり、
令和４年度から1,514件（36.9%）増加。

・令和５年度の虐待判断件数は1,194件であり、令和４年度から238件（24.9%）増加。
・令和５年度の被虐待者数は2,356人であり、令和４年度から1,004人（74.3%）増加。

＊ 平成24年度は下半期のみのデータ

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

相談・通報件数（件） 939 1,860 1,746 2,160 2,115 2,374 2,605 2,761 2,865 3,208 4,104 5,618

虐待判断件数（件） 80 263 311 339 401 464 592 547 632 699 956 1,194

被虐待者数*（人） 176 455 525 569 672 666 777 734 890 956 1,352 2,356
*被虐待者が特定できなかった事例を除く

障害者福祉施設従事者等
平成 令和

939

1,860 1,746
2,160 2,115

2,374
2,605 2,761 2,865

3,208

4,104

5,618

80
263 311 339 401 464 592 547 632 699

956
1,194

176
455 525 569 672 666 777 734 890 956

1,352

2,356

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

相談・通報件数（件） 虐待判断件数（件） 被虐待者数（人）

５



令和５年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞

相談
通報

5,618件

市区町村

主な通報
届出者内訳

●当該施設・事業
所職員

(20.9%)
● 設置者・管理者

(14.4%)
●本人による届出

(14.3%)
●家族・親族

(10.4%)
●相談支援専門員

(8.4%)

5,259件
障害者総合支援法等

による権限行使等

・ 施設等に対する指導 809件
・ 改善計画提出依頼 755件
・ 従事者への注意・指導 352件

市区町村による指導等

・ 報告徴収・出頭要請・質問・
立入検査 358件

・ 改善勧告 79件
・ 改善命令 7件
・ 指定の全部・一部停止 32件
・ 指定取消※3 13件
・ 都道府県・政令市・中核市等

による指導 402件

障害者総合支援法等
による権限の行使等

都道府県

虐待の事
実が認めら
れた事例

被虐待者
2,356人※1

虐待者
 1,345人※2 

（死亡事例：
1人）

市区町村から報告を受け、
更に都道府県が事実確認を
実施して虐待の事実が認め

られた事例 4件

都道府県が直接把握して虐
待の事実が認められた事例

19件

4件

1,194件

● 性別

男性（68.3%）、女性（31.7%）
● 年齢

  60歳以上（18.8%）、50～59歳（17.4%） 、
30～39歳（16.1%）

● 職種
生活支援員 （41.8%）、管理者 （10.9%）、
世話人（10.1%）、
サービス管理責任者（6.8%）、
その他従事者（6.1%）

● 性別

男性（66.6%）、女性（33.4%）
● 年齢

20～29歳（20.4%）、 50～59歳（17.9%） 、
30～39歳（16.8%）、 40～49歳（16.8%）

● 障害種別（重複障害あり）

● 障害支援区分のある者 （79.3%）
● 行動障害がある者 （48.0%）

虐待者（1,345人） ※2 被虐待者（2,356人） ※1

※1 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった
       等の27件を除く1,167件が対象。
※2 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった47件を除く1,147件が対
象。
※3 指定取消は、虐待行為のほか人員配置基準違反や不正請求等の違反行為等
       を理由として行ったもの。
※4 同じ事例で、複数の市区町村が報告した事例等があるため一致しない。

530(市区町村に連絡した件数)

359件

事実確認調査を行った
事例 （56件）

＊令和４年度に通報・届出があった事案2件
＊監査・実地指導等により判明した事案43件を含む

＊令和４年度に通報・届出があった事案221件を含
む

うち、更に都道府県による事実確認調査が
必要とされた事例 4件

事実確認調査の状況 (6,010件)

事実確認調査を行った事例 4,880件

うち、虐待の事実が認められた事例 1,449件

うち、都道府県へ事実確認調査を依頼した
事例 8件

事実確認調査を行っていない事例 716件

10件※4

1,171件※4

障害者虐待が認められた事業所種別

教育・知識・介護技術等に関する問題 65.4%

職員のストレスや感情コントロールの問題 55.6%

倫理観や理念の欠如 54.6%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 26.9%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 27.3%

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

51.9% 11.0% 48.0% 6.9% 8.1%

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

18.8% 74.3% 18.9% 3.4% 0.8%

・うち、明らかに虐待ではなく調査不要
                                       518件
・うち、調査を予定、又は検討中 83件

・明らかに虐待ではなく調査不要 27
件
・調査中、調査を予定又は検討中 4件

19件

事実確認調査中の事例 414件

件数 構成割合
障害者支援施設 244 20.4%
居宅介護 27 2.3%
重度訪問介護 9 0.8%
同行援護 2 0.2%
行動援護 2 0.2%
療養介護 18 1.5%
生活介護 152 12.7%
短期入所 31 2.6%
自立訓練 7 0.6%
就労移行支援 9 0.8%
就労継続支援Ａ型 46 3.9%
就労継続支援Ｂ型 124 10.4%
共同生活援助 338 28.3%
一般相談支援事業及び特定相談支援事業 6 0.5%
移動支援 5 0.4%
地域活動支援センター 3 0.3%
児童発達支援 24 2.0%
放課後等デイサービス 146 12.2%
保育所等訪問支援 1 0.1%
合計 1,194 100.0%

６



障害者虐待の防止・権利擁護

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業

所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％を減算）を創設。

身体拘束の適正化

○ 身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位

から所定単位数の10％に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

（※）施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型

自立訓練

訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就

労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

虐待防止措置

（参考）身体拘束適正化措置
① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（参考）障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）

○ 施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関
する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービ
ス事業等の指定基準の解釈通知に明記。 65
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障害者差別解消法改正



障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から
何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くため

 に必要かつ合理的な配慮（合理的配慮）を行うことを求めている。

（※障害者差別解消法（改正法施行前）では、

       行政機関等は義務、事業者は努力義務

       とされている。）

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的
な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための
支援措置を強化する措置を講ずる。

１． 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を

行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。

２． 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
事業者による社会的障壁（障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一

切のもの）の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。

３． 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
（１） 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
（２） 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
（３） 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報（事例等）の収集、整理及び提供に努めるものとする。

※   施行期日
公布の日（令和３年６月４日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日

障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律の 一 部 を 改 正す る 法 律 の 概要
（ 令 和3年 法 律 第5 6号 ）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。）附則第７条に
おいては、施行（平成28年４月）後３年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の
見直しを行う旨規定されている。このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和２年６月に意見書が取りまとめら
れている。この意見書等を踏まえ、以下の措置を講ずる。

経緯

概要

段差がある場合に、
スロープなどで補助する

意思を伝え合うために絵や写真の
カードやタブレット端末などを使
う

注：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」
（平成27年２月24日閣議決定）に基づき作成

参考
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「合理的配慮の提供」 とは

⚫ 行政機関等と事業者においては、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求
められた場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な
配慮（合理的配慮）を行うことが求められる（行政機関等は義務、事業者は努力義務）

⚫ 代替措置の選択も含め、双方の話し合い(建設的対話)により対応するもの

⚫ 各事業分野の考え方等については、主務大臣が定める「対応指針(ガイドライン)」に規定

１

段差がある場合に、
スロープなどで補助す

る

2

意思を伝え合うために絵や
写真のカードやタブレット
端末などを使う

③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には
及ばないこと

個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面
や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要

① 事務・事業への影響の程度
（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）

② 実現可能性の程度
（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）

③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況注：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」

（平成27年２月24日閣議決定）に基づき作成

留意事項

① 事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる
範囲で本来の業務に付随するものに限られること

② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を
受けるためのものであること

具体例
過重な負担の判断

①社会における事物 通行・利用しにくい施設、設備など

②制度 利用しにくい制度など

③慣行
障害のある方の存在を意識して
いない慣習、文化など

④観念 障害のある方への偏見など

社会的障壁の例
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就労支援

※ 専 門 コ ー ス 別 研 修 （ 就 労 支 援 コ ー ス ）

就 労 支 援 施 策 の 動 向 も 参 照 の こ と
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＜一般就労への移行者数の推移 ＞

【出典】社会福祉施設等調査（各年の移行者数は、当該年の１０月１日時点における前年１年間の実績）

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、令和５年においては前年比約９％増となり、約２．７
万人であった。

○ 令和５年におけるサービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合は、就労移行支援、就労継続支
援Ａ型、就労継続支援Ｂ型において前年より増加している。
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① 特別支援学校から一般企業への就職が約 ２９．６％ 就労系障害福祉サービスの利用が約 ３３．３％

② 就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、令和５年は約２．７万人が一般就労

への移行を実現

一般就労への

移行の現状

就職

企 業 等

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
 2,460人/ H18 1.9 倍
 3,293人/ H21 2.6 倍
 4,403人/ H22 3.4 倍
 5,675人/ H23 4.4 倍
 7,717人/ H24 6.0 倍
10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍
19,963人/ H30 15.5倍
21,919人/ R1 17.0倍
18,599人/ R2 14.4倍
21,380人/ R3 16.6倍
24,426人/ R4    19.0倍

障害福祉サービス
大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．６万人

・就労継続支援Ａ型 約 ９．０万人

・就労継続支援Ｂ型 約３５．３万人

（令和６年３月）

雇用者数

約６７．７万人

（令和６年６月１日）

※40.0人以上企業

※身体、知的、精神

（精神は手帳所有者に
限る）

12,809人/年
（うち就労系障害福祉サービス 6,881人）

6,115人/年639人/年 特別支援学校
卒業生20,641人（令和６年３月卒）

（令和５年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

１１０,７５６件
※A型：29,081件

障害者総数約1,165万人（ ※１ ）中、１８歳～６４歳の在宅者数約４８７万人（ ※２ ）

（内訳：身体99.5万人、知的 66.9万人、精神320.7万人）（内訳：身体423.0万人、知的 126.8万人、精神614.8万人）

※１ 身体障害者数及び知的障害者数は、生活のしづらさなどに関する調査及び社会福祉施設等調査等による身体障害者手帳及び療育手帳の所持者数等を元に算出
した推計値、精神障害者数は、患者調査を元に算出した推計値。このほか、就労支援施策については、難病患者等が対象になる。

※２ 身体障害者数及び知的障害者数については18歳～65歳未満、精神障害者数については20歳～65歳未満。

26,586人/ R5 20.6倍
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就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10の4)

事

業

概

要

通常の事業所に雇用されることが可能

と見込まれる者に対して、①生産活動、

職場体験等の活動の機会の提供その

他の就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、②求職活動

に関する支援、③その適性に応じた職

場の開拓、④就職後における職場へ

の定着のために必要な相談等の支援

を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最

大１年間の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が可能

である者に対して、雇用契約の締結等

による就労の機会の提供及び生産活

動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な

訓練等の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難

であり、雇用契約に基づく就労が困難

である者に対して、就労の機会の提供

及び生産活動の機会の提供その他の

就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支

援を行う。

（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介

護、自立訓練の利用を経て、通常の事

業所に新たに雇用され、就労移行支援

等の職場定着の義務・努力義務である

６月を経過した者に対して、就労の継続

を図るために、障害者を雇用した事業

所、障害福祉サービス事業者、医療機

関等との連絡調整、障害者が雇用され

ることに伴い生じる日常生活又は社会

生活を営む上での各般の問題に関する

相談、指導及び助言その他の必要な支

援を行う。

（利用期間：３年）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者

② 通常の事業所に雇用されている障

害者であって主務省令で定める事

由により当該事業所での就労に必

要な知識及び能力の向上のための

支援を一時的に必要とする者（R４

障害者総合支援法改正法により新

設）

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企業

等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動

を行ったが、企業等の雇用に結びつ

かなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用関

係の状態にない者

④ 通常の事業所に雇用されている障

害者であって主務省令で定める事由

により当該事業所での就労に必要な

知識及び能力の向上のための支援

を一時的に必要とする者（R４障害者

総合支援法改正法により新設）

※平成30年4月から、65歳以上の者も

要件を満たせば利用可能。

① 就労経験がある者であって、年齢や体力

の面で一般企業に雇用されることが困難と

なった者

② 50歳に達している者又は障害基礎

年金1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労

移行支援事業者等によるアセスメント

により、就労面に係る課題等の把握

が行われている者

④ 通常の事業所に雇用されている障

害者であって主務省令で定める事由

により当該事業所での就労に必要な

知識及び能力の向上のための支援を

一時的に必要とする者（R４障害者総

合支援法改正法により新設）

① 就労移行支援、就労継続支援、生

活介護、自立訓練の利用を経て一般

就労へ移行した障害者で、就労に伴

う環境変化により日常生活又は社会

生活上の課題が生じている者であっ

て、一般就労後６月を経過した者

事業

所数

2,828事業所

（国保連データ令和7年2月）

4,371事業所

（国保連データ令和7年2月）

18,621事業所

（国保連データ令和7年2月）

1,710事業所

（国保連データ令和7年2月）

利用者

数

36,815人

（国保連データ令和7年2月）

84,808人

（国保連データ令和7年2月）

383,882人

（国保連データ令和7年2月）

18,510人

（国保連データ令和7年2月）

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
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就労選択支援の創設

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）※を創設する。

概 要

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しく

は就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの

として主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価

並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価

及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で

定める便宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

法 の 条 文

○ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する

選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、

障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。

○ 一旦、就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

○ 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。

現 状 ・ 課 題

参考URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html 73
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就労選択支援の目的

働く力と希望のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方について考えることをサポート（考える機会の提供含む）するととも

に、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一

般就労等への選択の機会を適切に提供する。

【具体的な内容】

○ 作業場面等を活用し、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理し、利用者本
人の自己理解を促すことを支援する。

○ 自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて
本人と協同して考える。

※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。そのため、
就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。

○ 本人の選択肢を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支
援に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。

○ アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。

○ 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業
所や市町村、ハローワーク等の就労支援機関との連携、連絡調整を行う。

【期待される効果】

○ アセスメントに関する専門的な研修を修了した人材を配置することにより、質の高いアセスメントに基づいた就労支援を受けること
が可能となる。

○ 本人の就労能力や適性、ニーズ、強み、職業上の課題、本人が力を発揮しやすい環境要因、就労に当たっての支援や配慮事項等を本
人と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能となる。

○ 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、より適切な進路を選択
することが可能となる。また、就労継続支援Ａ型・Ｂ型利用中も、本人の希望に応じて就労選択支援を受けることができ、就労ニーズ
や能力等の変化に応じた選択が可能となる。

目 的
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①

○ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や
適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。（令和７年10月１日施行）

対象者

○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に
就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

※ 令和７年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として
就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４月
以降、原則として就労選択支援を利用する。

基本プロセス

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理（アセスメント）を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとと

もに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施

ハローワーク等 企
業
等

一般就労等

本人と協同して作成したアセスメント結果を
支給決定等において勘案

就労移行支援事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

就労系障害福祉サービス利用

本人への情報提供等（随時）

就労選択支援事業所
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者
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関
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支給決定期間
○ 原則１ヶ月 １ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が

ある場合は、2ヶ月の支給決定を行う。

基本報酬の設定等
○ 就労選択支援サービス費 1210単位／日

○ 特定事業所集中減算 200単位／日

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定
就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたも
のの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算する。



新たに創設される就労選択支援の円滑な実施②

実施主体

○ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常
の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下の
ような事業者を実施主体とする。

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、
人材開発支援助成金（障害者職業能力開発コース）による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

○ 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、
雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることと
する。

従事者の人員配置・要件

○ 就労選択支援員 １５：１以上
・ 就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。

※ 経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から２年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労
選択支援員とみなす。

・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有している
ことを要件とする。
※ 基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間（令和９年度末までを想定）は、現行の就労アセスメントの実施等について

一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。

・ 就労選択支援は短時間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない
こととする。

特別支援学校における取扱い

○ より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施できること、
また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
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就労選択支援の対象者について

サービス類型
新たに利用する意向がある障害

者
既に利用しており、

支給決定の更新の意向がある障害者

就労継続支援Ｂ型

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者） 令和７年10月から原則利用

希望に応じて利用
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面

で一般企業に雇用されることが困難になった者)

希望に応じて利用

就労継続支援Ａ型 令和９年４月から原則利用

就労移行支援 希望に応じて利用 令和９年４月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新を希望する者

〇 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援Ｂ型は、令和７年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等

の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援Ｂ型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。

（なお、50歳に達している者や障害基礎年金１級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等につい

ては、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援Ｂ型の利用が可能。）

ただし、

・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合

・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援Ｂ型の利用を認める。

※以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができる。

・ 新たに就労継続支援Ａ型や就労移行支援を利用する意向がある障害者

・ 就労経験がある者（年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。）、50歳に達している者、障害基礎年金１級受給者

のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者

・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者

就労選択支援事業所においては、利用者に対して、就労に必要な知識や能力の向上に資する事業所等を適切に情報提供できるよう、日頃から地

域の社会資源等に関する情報収集に努めるとともに、利用者の希望や能力、適性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。
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就労選択支援の基本プロセスについて
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結
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多
機
関
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に
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る
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ー
ス
会
議
＊
２

①

本人への情報提供等
（随時）

就労選択支援

就労移行支援
事業所

就労継続支援
Ａ型事業所

就労継続支援
Ｂ型事業所

就
労
選
択
支
援
の
申
請

就労選択支援事業所
＊アセスメント結果及び地域の企業等に関する情報提供
を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担う

計画相談支援事業所
＊利用者のためのケアマネジメント全体を担う

各プロセスの実施主体 市町村
＊支給決定を担う

＊４ 
アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施

・ハローワーク＊４
・障害者就業・生活支援センター
・地域障害者職業センター 等

企
業
等

*３就労選択支援のアセス
メント結果だけではなく、
当初の支給決定プロセス
において既に把握してい
る情報を活用できるよう
にする等、負担軽減策を
検討する

*１ サービス等利用計画案

の提出依頼、サービスの利

用意向聴取等のプロセスを

含む。

就労選択支援の
支給決定
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案
の
作
成

一
連
の
支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス
＊
１

支
給
決
定
の
変
更

一
連
の
支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
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）

障害福祉サービス
支給決定＊３

就労系障害福祉サービス利用

④

事
業
者
と
の
連
絡
調
整

本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案

障害者本人と協同

*２ 就労選択支援事業所が主体となって、

市町村、計画相談支援事業所、ハロー

ワーク、障害者就業・生活支援センター、

地域障害者職業センター、医療機関、教

育機関等のうち必要な機関を参集して実

施

・自立訓練（生活訓練）
・生活介護 等

障害福祉サービス利用

・地域活動支援センター
・職業訓練、教育機関
・医療機関 等

一般就労に向けた支援の利用

④ 就労支援機関との連絡調整

その他

④

事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整

※
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望
に
応
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ス
内
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定
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時
の
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報
提
供
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就労選択支援に係るモデル事業（令和６年度実施）

６つのモデル地域で、就労選択支援の試行

的な取組を実施

■実施期間

令和６年７月～令和７年３月末

（各ケースについて、原則としてアセスメント期

間を含め概ね1か月間以内で実施）

■モデル地域

都道府県単位で選定

(一つのモデル地域につき10ケース以上実施）

令和６年度厚生労働省委託事業において、以下の３つの柱を中心に、令和７年10月の就労選択支援の円滑な施行
に向けたモデル事業を実施。

1. モデル事業の実施

事業所や自治体等が就労選択支援に係る業務

を行う際に活用する実施マニュアルを作成

■実施スケジュール

検討委員会（計４回） 令和６年７月～12月

マニュアル完成 令和７年３月末

マニュアル公表 令和７年４月以降

■実施マニュアルの内容（案）

1. 就労選択支援について
 ⅰ.背景
 ⅱ.事業概要
ⅲ.対象者
 ⅳ.事業の目的
 ⅴ.事業の基本プロセス
 ⅵ.就労選択支援における各機関の役割

2. 就労選択支援サービス開始前の調整
 ⅰ.サービス開始までの流れ
 ⅱ.利用検討にあたり実施すべき事項
 ⅲ.計画相談支援事業との連携

３．就労選択支援の実施
 ⅰ.本人への情報提供
 ⅱ.作業場面等を活用した情報把握

(アセスメント) 
 ⅲ.多機関連携によるケース会議
ⅳ.アセスメントシートの作成
ⅴ.事業者等との連絡調整

４．先行事例に学ぶ就労選択支援
５．参考資料集

2. 就労選択支援
実施マニュアルの作成

研修シラバス・講義資料等の開発及び実施方

法の整理

■実施スケジュール
検討委員会（計４回） 令和６年７月～令和７年３月
試行研修の実施 令和７年１月～２月
シラバス等完成 令和７年３月末
シラバス等公表 令和７年４月以降

■研修の内容
① 形式：講義（動画視聴）+演習【計２日間】
② 内容

3. 就労選択支援員養成研修
シラバス・研修教材の作成

埼玉県

北海道

鳥取県

岐阜県
鹿児島県

沖縄県
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強度行動障害を有する者への支援

88



「強度行動障害」に関する対象者の概要

行動援護
16,224人

短期入所 重度障害者支援加算Ⅰ※２ 7,603人（内、18点以上※３ 18人）
重度障害者支援加算Ⅱ 4,115人（内、18点以上※３ 3人）

施設入所支援 重度障害者支援加算Ⅱ 26,301人（内、18点以上※３ 205人）

重度障害者支援加算Ⅲ 8,479人（内、18点以上※３ 19人）

共同生活援助
重度障害者支援加算Ⅰ※２ 8,171人（介護型6,913＋日中S型1,258）

（内、18点以上※３ 49人（介護型49＋日中S型0）
重度障害者支援加算Ⅱ 7,154人（介護型6,167＋日中S型987）

（内、18点以上※３ 14人（介護型14＋日中S型0）

行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
（国民健康保険団体連合会データ）

のべ１２２，５２５人（令和６年１０月時点）

（※１）利用者の内、知的障害者の数（平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている）。
（※２）短期入所の重度障害者支援加算Ⅰ及び共同生活援助の重度障害者支援加算Ⅰには、区分6かつ、Ⅰ類型(人工呼吸器)、Ⅱ類型(最重度知的障害）、Ⅲ類型(行動障害)が含まれるが、その内訳は不明。
（※３）中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合に算定。
（※４）障害児入所施設の重度障害者支援加算は主として知的障害児・自閉症児を入所させる場合であって、強度行動障害支援者養成研修終了者を評価する加算を算定している人数。

（行動援護、共同生活援助、短期入所、生活介護等を重複
して利用する場合があるため、のべ人数としている）

重度訪問介護※１

1,413人

児童発達支援 強度行動障害児支援加算 494人
放課後等デイサービス 強度行動障害児支援加算 加算Ⅰ：4,647人・加算Ⅱ：89人
保育所等訪問支援 強度行動障害児支援加算 93人
居宅訪問型児童発達支援 強度行動障害児支援加算 ０人

生活介護
重度障害者支援加算Ⅱ 21,173人

（内、18点以上※３ 71人）
重度障害者支援加算Ⅲ 16,405人

（内、18点以上※３ 38人）

「強度行動障害」とは
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、

大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になって
いる状態のこと。

「支援の対象者」については
障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」（障害児の場合は「強度行動障害判定基準

表」）の合計点数が10点以上（障害児は20点以上）の場合に対して手厚い支援（下記の図参照）が提供される。
令和４年度に開催された「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」において、支援人材のさらなる専門性の向上、日常

的な支援体制の整備と支援や受入の拡充方策、状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方等について提案された。
検討会報告も踏まえ、令和６年度報酬改定では、受入拡大や支援の充実の観点から、新たに行動関連項目18点以上（障害児は30点以上）

の場合のより高い段階の加算や、状態が悪化した者に対するアセスメントや環境調整を行う「集中的支援」に係る加算を創設する等の対応
を行った。

障害児入所施設
重度障害児支援加算※４ 福祉型 148人：医療型 0人
強度行動障害児特別支援加算 福祉型 加算Ⅰ：13人・加算Ⅱ：３人

医療型 加算Ⅰ：０人 ・加算Ⅱ・０人

障福（福サ）

更新済
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強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実

①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

④重度障害者等包括支援における専門性の評価等

②状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援

○ 訪問系サービスにおいて有資格者による支援を評価する。

【新設】有資格者支援加算 60単位／日（１人１日当たり）

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】
○ 区分６以上行動関連項目10点以上の報酬区分を新設する。
○ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者の加配要件を廃止し、

生活支援員に占める割合での評価とする（体制加算部分は廃止）。
（現行）基準及び人員配置体制加算の配置数に加えて配置される基礎

研修修了者1人（４時間程度以上）につき、利用者５人まで算定可
（見直し後）生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が20％以上

【重度障害者支援加算（短期入所）】
○ 区分４,５の報酬区分を新設する。
○ 標準的な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修（実践研

修）修了者が作成した支援計画シート等により適切な支援を行った場合の
評価を新設する（基礎研修修了者の配置のみの加算部分は廃止）。

【重度障害者支援加算（共同生活援助）】
○ 共同生活援助での受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化

等に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。
【重度障害者支援加算（共通）】
○ 生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助において、行動関連

項目の合計点が18点以上の者を受入れて中核的人材が作成する支援計画
シート等により適切な支援を行った場合にさらに加算する。

○ 高度な専門性により地域を支援する人材（広域的支援人材）が、事業所
等を集中的に訪問等（情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含
む）し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整
を進め、支援を行った場合の評価を新設する。※期間は３か月を限度

【新設】集中的支援加算

・広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月に４回を限度）

・状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位／日

③行動援護における短時間の支援の評価等

【行動援護の基本報酬】（例）

・所要時間30分以上1時間未満の場合 （現行） 407単位 → （見直し後） 437単位

・所要時間5時間30分以上6時間未満の場合（現行）1,940単位 → （見直し後）1,904単位

○ ニーズの高い短時間の支援を評価する（長時間の支援は見直し）。

区分４以上かつ10点以上
※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合
※中核的人材養成研修修了者配置

区分６以上かつ10点以上
※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合
※中核的人材養成研修修了者配置

生活介護・
施設入所支援

受入・体制
１８０単位

初期
４００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

【新設】受入・体制
３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

短期入所
【新設】受入

３０単位
【新設】体制
＋７０単位

個別支援
＋５０単位

受入
５０単位

【新設】体制
＋１００単位

個別支援
＋５０単位

共同生活援助
受入・体制
１８０単位

【新設】初期
４００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

受入・体制
３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援
＋１５０単位

初期
＋２００単位

○ 特定事業所加算に以下の要件を追加する。
・医療・教育等の関係機関との連携 ・行動関連項目18点以上の者の受入れ
・中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の配置

【新設】外部連携支援加算 200単位／回（月４回を限度）

○ 複数のサービス事業者による連携した支援を評価する。

山根・西尾専門官
提供資料
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訪問

地域生活支援拠点等
緊急対応／移行支援

医療機関
精神科医療／一般
医療の提供

体制整備の支援

相談支援事業所／
基幹相談支援センター

関係機関の連絡調整
集中的支援前後のコーディネート
アセスメント情報を関係機関で周知

教育機関
個々の障害特性を
踏まえた教育

居住支援系サービス
集中的支援（居住支援活用型）

支
援
者
間
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
地
域
の
支
援
力
向
上
を
図

る
発達障害者支援センター
広域的支援人材のサポート
スーパバイズ・コンサル
テーションを実施する体制
の整備

中核的人材
事業所内で指導助言を実施

強度行動障害支援者養成研修修了者

訪問

強度行動障害を有する者の地域支援体制（イメージ） ※強度行動障害を有する児を含む

83

チームで支援

障害福祉サービス事業／障害児支援

養成

広域的支援人材
強度行動障害に関する専門的知見を基に集中

的支援で指導助言を行う人材

地域の関係機関が連携して強度行動障害を有する者

と

その家族を支える支援体制を構築

強度行動障害を有する者に日常的な支援を提供
個々の障害特性と行動の機能をアセスメントし、環境要因を
調整する支援の実施（標準的な支援）
予防的支援の実施

市町村

強度行動障害を有する者やその家族の支援ニーズの把握
関係機関が連携した支援体制の構築
（自立支援）協議会や要保護児童対策地域協議会等を活用
しながら支援体制整備
必要なサービスの支給決定

国

広域での支援人材に係るネットワーク構築、人材育成
支援体制構築に関するノウハウ支援
地域生活支援促進事業等を通じた財政的支援
強度行動障害支援に関する情報収集・調査研究

都道府県

都道府県／政令市
支援人材に係るネットワーク構築、強度行動障害に係る研
修受講者の把握、人材育成
集中的支援の実施体制整備
近隣市町村が連携した支援体制構築や（自立支援）協議会
や発達障害者支援地域協議会等を活用した広域での支援体
制整備

利用

養成

国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じ連携しながら支援体制を構築

サポート

国立のぞみの園
広域的支援人材の育成／中核的人材の育成

集中的支援
（事業所訪問型）



広域的支援人材
○強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言等を行い地域を支援する人材
○発達障害者地域支援体制整備事業（発達障害者地域支援マネジャー）、発達障害者支援
センター等での配置を想定

施設・居住支援系
○障害者支援施設
○障害児入所施設
○共同生活援助 等

強度行動障害を有する者の地域の支援体制イメージ

日中活動系・訪問系
○生活介護
○短期入所
○行動援護 等

○強度行動障害を有する者の支援においては、特定の事業所、特定の支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の
事業所、関係機関が連携して支援を行う体制を構築していくことが必要である。

○事業所においては適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心にチームによる支援を進めていくことが必要であ
る。

また、各地域において、広域的支援人材等が事業所への指導助言等を行い、事業所の支援力の向上や集中的支援による困難
事案への対応を行う体制を整備していくことが必要である。

強度行動障害を有する者

地域生活支援
拠点等
○障害福祉サービスと

連携し、緊急時の対
応や施設・医療機関
から地域への生活の
移行を支援

緊急時対応

日常的な支援体制の整備
中核的人材
○標準的な支援を踏まえ適切な支援を実施し、現場支援で中心となる人材
○特に支援が困難な強度行動障害を有する者を受け入れる場合に配置を想定
○強度行動障害支援者養成研修の修了者を含めた事業所内でチームによる支援を進めていく

状態が悪化した者に対する集中的支援
○広域的支援人材が状態が悪化したケースについて集中的なアセスメント

や環境調整を実施
○広域的支援人材が事業所訪問し実施する形と、居住支援を活用し一時的に

環境を変えて実施する形を想定

支援者間でネット
ワークを構築し地
域で支援力の向上
を図る

連携

サービス等利用計画の策定
相談支援
○計画相談支援 等

医療・教育・
その他関係機関

第40 障害福祉サービス等報酬改定

検討チーム 資料より抜粋
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今後の中核的人材の育成について
○点数が非常に高い強度行動障害を有する児者を受け入れている事業所が1,500ヶ所程度と推計されている
○質の担保し適切な人材養成のため、令和８年度までは国立のぞみの園が主体となって実施し、令和９年以降は引き続き検討していく

中核的人材について

中核的人材
【役割】
標準的な支援を踏まえて適切な支援を実施し、組織の中
で適切な指導助言を行い、強度行動障害を有する児者の
受入体制の強化を行う。
【求められるスキル】
・標準的な支援
・チーム支援
・環境調整のアセスメント、計画立案、実施
・機能的アセスメントに基づく支援計画立案、実施
・QOL向上に向けた支援

令和6年度 令和7年度 令和8年度

のぞみの園で研修実施し全都道府県に修了者を配置 のぞみの園が新たに複数地域で研修実施（予定） のぞみの園が複数地域で研修実施（予定）

参
加

中核的人材養成研修
○講義を受講後、学んだ内容を事業所に持ち帰って実践することを繰り返
しながら中核的人材に求められるスキルを学ぶ体験型研修。
○研修指導者（トレーナー）、補助指導者（サブ・トレーナー）が演習の
中で取り組んだ実践に助言を行い実践力の向上を図るとともに、顔の見え
る関係を作り支援者ネットワーク構築を推進する。

実践型研修（イメー

ジ）

研修カリキュラム

標準的支援の講義
環境調整のアセスメントの演習

1.5h

チーム支援の講義
アセスメントの振り返りの演習

2.5h

環境調整のプロセスの講義
アセスメントの演習

2.5h

環境調整に係る計画の策定の講義 2.5h

環境調整の実践の振り返りの演習 2.5h

機能的アセスメントの講義
個別支援計画の作成の演習
生活の質の向上の講義

2.5h

実践の振り返りの演習 3h

講義・演習

（オンライン）

実践

（事業所）

講義・演習

（オンライン）

実践

（事業所）

実践内容に
トレーナー
から助言

障
害
者
支
援

【重度障害者支援加算】
生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助において、行動関連
項目の合計点が18点以上の者を受入れて中核的人材が作成する支援計画
シート等により適切な支援を行った場合に加算する。

障
害
児
支
援

【強度行動障害児支援加算等】
放課後等デイサービス・障害児入所施設（福祉型・医療型）において、
児基準30点以上の児に対して、中核的人材の助言を受けて実践研修修了
者が作成する支援計画シート等に基づく支援を行った場合に加算する。

養成数を順次拡大

○強度行動障害の障害特性を正しく理解し、根拠のある標準的な支援※をチームで行うことを基本として、予防的な観点も含めて人材育成を進めることが
重要。※標準的な支援とは個々の障害特性をアセスメントし、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整する支援

○標準的な支援を踏まえて適切な支援を実施し、組織の中で適切な指導助言ができる現場支援で中心となる中核的人材の育成が必要
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集中的支援（２類型） ＊３ヶ月を限度

対象

集中的支援の対象は強度行動障害を有する児者であり、状態が悪化し、
現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児

者

事業所訪問型

広域支援人材が状態等が悪化した
利用者が利用する事業所に訪問し、
事業所の支援者と協力しながら当
該利用者に対して集中的支援を実
施

居住支援活用型

状態が悪化した者に対して、施設
入所支援等の居住支援系サービス
を活用して居住の場を移し、集中的
支援を実施。終了後は元の住まい
に戻る

集中的支援の実施における地域での役割分担について

○強度行動障害を有する児者の支援においては、特定の事業所や支援者のみで対応するには限界があり、地域の中で複数の事業所や関係機関が連携
して支援を行う体制を構築していくことが必要。

○集中的支援に関しても標準的な支援*の考え方に基づき実施する。

*個々の障害特性と行動の機能をアセスメントし、強度行動障害の状態を引き起こしている環境要因を調整していく支援

○集中的支援に関しても、事業所、市町村、相談支援事業所等、との連携が重要。

○集中的支援終了後は、サービス担当者会議等を活用し、個々の障害特性や環境調整等のアセスメント情報を関係機関と共有するとともに支援体制に
ついて検討する。

○都道府県等、発達障害者支援センター等は広域的支援人材の名簿登録、派遣調整に加えサポートやネットワーク構築など行う。

事業所
（役割）
・日常的な支援の提供
・事業所内の支援のマネジメントは管

理者／サービス管理責任者が担う

・集中的支援実施後に再度状態が悪化した場合などは、必要性を検討した上で再度実施することも可
・居住支援活用型で集中的にアセスメントしたあと、事業所訪問型に切り替え、元の居住の場に広域的支援人材が訪問し環境整備をすることも可
・地域生活支援拠点等で緊急対応しているケースに対し集中的支援によるアセスメントを活用し支援体制の立て直しを図ることも可

居住の場を移すため本人の意思決定支援
や家族への説明など丁寧に行う
集中的支援終了後の戻り先を決め実施

広域的支援人材
（役割）
集中的支援を通じたアセスメント、助言
集中的支援計画、報告書の作成

訪問 訪問

連携

サポート

相談支援事業所
（役割）
・サービス等利用計画の作成
・サービス担当者会議等で検討
・集中的支援の前後のケースワーク

地域生活支援拠点等
（役割）
・緊急時の対応

市町村
（役割）
・集中的支援の支給決定
・集中的支援の運用状況等の把握

都道府県等／発達障害者支援センター等
（役割）
・広域的支援人材の名簿登録、派遣調整、

サポート、ネットワーク構築

連
携

強度行動障害支援に関わる地域の支援機関等

教育機関、医療機関等の関係機関も必要に応じて連携

その他
留意事項
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強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研修、実践研修） （地域生活支援促進事業）

障害福祉サービス等事業所

サービス管理責任者クラスの職員

支援現場の職員
平成25年度～ 強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修） 講義＋演習（12時間）

平成26年度～ 強度行動障害支援者養成研修
（実践研修） 講義＋演習（12時間）

〇 強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどを特徴としているた
め、現状では事業所の受入れが困難であったり、受入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につな
がる可能性も懸念されている。

〇 一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するな
どの支援の有効性も報告されていることから、地域生活支援事業において、強度行動障害を有する者に対して
適切な支援を行う職員の人材育成を目的とする体系的な研修を行う。

（指導者養成研修）
○ 基礎研修・実践研修の指導者を養成するための研修を実施

国立のぞみの園

都道府県
○ 障害福祉サービス等事業所の職員に対して、以下のとおり基礎

研修・実践研修を実施

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム・実施主体

令和７年度当初予算額  39百万円（39百万円）※（）内は前年度当初予算額
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［参考資料］ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）①
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

第３ 終わりに

○ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置

した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。

○ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、引き続き検討・検証を行う。

① 障害者支援施設の在り方について

・ 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して

整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。

② 共同生活援助における支援の質の確保について

・ 共同生活援助における障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、支援に関する

ガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等について、令和６年度以降検討する。

③ 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて

・ 今年度末までの経過措置とされていた、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、

引き続きその在り方を検討する。

④ 障害福祉サービスの地域差の是正について

・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、必要なサービスが公平かつ適正

に提供されるよう、共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況を踏まえた事業所指定の在り方について検討

する。

⑤ 計画相談支援及び障害児相談支援について

・ 相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把握するとともに、コミュニケーション支援の体制を

確保する方策について検討する。

⑥ 質の高い障害児支援の確保について

・ 質の高い障害児支援の提供を推進するため、支援に当たる人材の配置や評価の在り方について検討する。

・ 障害児相談支援について、セルフプランの状況等も踏まえながら、必要な質・量を確保する方策について、引き続き検討する。
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⑦ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について

・ 障害福祉サービスについて、 障害者が希望する地域生活を実現するとともに、 多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上

を図る必要がある。こうした中で、制度の持続可能性を確保する観点から、サービス間・制度間の公平性を踏まえ、報酬改定における

サービスの質等に応じたメリハリある報酬設定等、公平で効率的な制度の実現に向けた検討を行う。

⑧ 処遇改善の実態把握等について

・ 今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握する。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況

等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

⑨ 経営実態調査のさらなる分析について

・ 次回の障害福祉サービス等報酬改定に向けては、障害福祉事業所・施設の経営実態等をより適切に把握できるよう、「障害福祉サー

ビス等経営概況調査」や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な

内容が明確になるよう、調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。

⑩ 食事提供体制加算等について

・ 食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を行うための要件を新たに設け令和９年３月31日まで経過措置

を延長することとするが、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者等との公平性等の観点も踏まえつつ、今後、経過措置の実施状

況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

・ 児童発達支援センターの、自園調理を前提とした基準（調理室の設置、栄養士等の配置）について、今後、構造改革特別区域法に基

づく特例措置の全国展開に関する検討に対応することとし、同特例措置の実施状況や現場の支援の状況等も踏まえながら、更に検討を

深める。

⑪ 補足給付の在り方について

・ 施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、

引き続き検討する。

⑫ 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について

・ 障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書等について、

令和５年度中に作成する標準様式等の普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

また、令和６年度に電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備に向けて検討する。

［参考資料］ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）①
（令和６年２月６日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ）

89



59

障害児支援

※ 専 門 コ ー ス 別 研 修 （ 障 害 児 支 援 コ ー ス ）

児 童 期 に お け る 施 策 の 最 新 の 動 向 も 参 照 の こ と



第３ こども施策に関する重要事項

１ ライフステージを通した重要事項

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援

こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若者、発達に特性のある
こども・若者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進し、それぞれのこども・若者の置かれた環境
やライフステージに応じて、一般の子育て支援との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援する。

特別児童扶養手当等の経済的支援を行うとともに、こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた質
の高い支援の提供を進める。

障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、地域における障害児支援
の中核的役割を担う児童発達支援センターの機能強化や保育所等への巡回支援の充実を図るなど、地域における障
害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進する。

医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応のための地域における連
携体制を強化する。

こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を早期に発見・把握し、
適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・思春期の支援から一般就労や障害者施策への
円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から
行っていく。

特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安全・安心に過ごすための
条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備・充実を両輪として、インクルーシブ教育シ
ステムの実現に向けた取組を一層進める。障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。

こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）（障害児支援関係）

３
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障害福祉関連施策の動向
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成年後見制度の利用促進について

102



○ 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を
守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。

  【法定後見制度】
      家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐人・

補助人）が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つの類型がある。

成年後見制度の概要

法務省ホームページより抜粋

※ この他、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、 「誰に」「どのように支援
してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく任意後見制度がある。
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○成年後見制度の利用を促進する旨の規定

○障害者総合支援法
（市町村の地域生活支援事業）
第七十七条

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後
見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに
つき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業（Ｈ２４．４施行）

五 障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うこと
ができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 （Ｈ２５．４施行）

○知的障害者福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２５．４施行）
第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐

及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等
の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定す
る措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

○精神保健福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２６．４施行）
第五十一条の十一の三 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後

見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、
後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する
措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

成年後見制度利用促進に関する関係条文
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障害者に対する市町村長申立ての規定

○知的障害者福祉法
(審判の請求)

第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第
十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条
の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

(後見等を行う者の推薦等)

第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐
及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等

の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する
措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にも同様の規定あり

（財産上の不当取引による被害の防止等）
第四十三条

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求
をするものとする。

（成年後見制度の利用促進）

第四十四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援
並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、
成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用され
るようにしなければならない。

○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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１ 成年後見制度利用支援事業
・事業内容

成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費
（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。

・実施主体 市町村

２ 成年後見制度法人後見支援・養成研修事業
・事業内容
①法人後見養成のための研修
②法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
③法人後見の適正な活動のための支援
④その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する
事業

・実施主体 ①都道府県及び市町村 ②～④市町村

３ 成年後見制度普及啓発事業
・事業内容 成年後見制度の利用を促進するための普及啓発を行う。
・実施主体 都道府県、市町村

令和７年度当初予算 地域生活支援事業費等補助金５０２億円の内数
（令和６年度予算額 ５０１億円の内数）

障害者に対する成年後見制度関係予算事業について
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R６.７追加（第２

回地域共生社
会在り方検討
会議資料）
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○ 地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する。

○ 成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができ
る体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すものである。以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。

・ 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。

・ 成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適
切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。

・ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること。不正防
止等の方策を推進すること。

○ 福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。

成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方

今後の施策の目標等

○ 成年後見制度の見直しに向けた検討、市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討、権利擁護支援策を充実する
ための検討を行う。また、成年後見制度の運用改善等や、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。

○ 工程表やＫＰＩ（評価指標）を踏まえて施策に取り組む。成年後見制度利用促進専門家会議は令和６年度に中間検証を実施する。

はじめに
Ⅰ 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
１ 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方

２ 今後の施策の目標等

Ⅱ 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支
援策の充実
（１）成年後見制度等の見直しに向けた検討
（２）総合的な権利擁護支援策の充実

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運
用改善等
（１）本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
（２）適切な後見人等の選任・交代の推進等
（３）不正防止の徹底と利用しやすさの調和
（４）各種手続における後見業務の円滑化

第二期成年後見制度利用促進基本計画の構成

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

－尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加－
（２）地域連携ネットワークの機能 －個別支援と制度の運用・監督－
（３）地域連携ネットワークの機能を強化するための取組

－中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づく
り－

（４）包括的・多層的な支援体制の構築

４ 優先して取り組む事項
（１）任意後見制度の利用促進
（２）担い手の確保・育成等の推進
（３）市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
（４）地方公共団体による行政計画等の策定
（５）都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

R4.6新規追加
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○成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年5月施行）に基づき、令和４年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画

（計画期間：令和4年度～令和8年度）では、基本計画の中間年度（令和6年度）においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討

を行うこととされている。

○第二期計画中間検証の準備に関するＷＧ（令和4年9月～令和6年2

月）⇒ 意見交換・ヒアリング等を実施(計11回)

成年後見制度利用促進会議に報告

○第18回・第19回専門家会議（令和6年12月～令和7年2月）

⇒ 中間検証報告書案について意見交換

第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証について

（◎委員長 ○委員長代
理）

青木  佳史 弁護士、日弁連高齢者・障害者権利支援センター副センター長
新井   誠 中央大学研究開発機構教授、日本成年後見法学会理事長
太田  稔彦 愛知県豊田市長
大塚   晃 JDDnet（日本発達障害ネットワーク）政策委員
上山   泰 新潟大学法学部教授
菊池  馨実 早稲田大学理事･法学学術院教授
久保  厚子 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
河野  俊嗣 宮崎県知事
込山  正秀 静岡県小山町長
櫻田 なつみ 一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構

理事
住田  敦子 特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター長
瀬戸  裕司 医師、日本精神神経学会、ゆう心と体のクリニック院長
中村  健治 社会福祉法人北海道社会福祉協議会地域共生社会推進部長
永田  祐 同志社大学社会学部教授
西川  浩之 司法書士、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

副理事長
野澤  和弘 一般社団法人スローコミュニケーション代表、植草学園大学

副学長（教授）
花俣ふみ代 公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事兼埼玉県支部

代表
星野  美子 公益社団法人日本社会福祉士会理事
水島  俊彦 弁護士、日本司法支援センター（法テラス）本部常勤弁護士
馬渡  直史 最高裁判所事務総局家庭局長
山下  純司 学習院大学法学部教授

○

◎

・総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ

・成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ

・地域連携ネットワークワーキング・グループ

○このため、令和4年度以降、成年後見制度利用促進専門家会議に第二期計画中間検証の準備に関するＷＧを設置するなどして検証を実施。

令和7年3月に中間検証報告書を取りまとめ、成年後見制度利用促進会議（法務・厚労・総務大臣）に報告。

中間検証に係る経緯等 成年後見制度利用促進専門家会議・委員

○第13回専門家会議（令和4年5月）

⇒ 「第二期計画中間検証の準備に関するＷＧ」を設置

○第15回～第17回専門家会議（令和6年3月～10月）

⇒ ＷＧ検討結果・取組状況等の報告、中間検証に係る意見交換 等

中間検証報告書の取りまとめ（令和7年3月）

※令和5年3月に第14回専門家会議を開催し、ＷＧ検討結果・取組状況等の報告

115



成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント①

今後の対応

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

・ 法務大臣による法制審議会に対する諮問(R6.2)

⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討

⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実

・ 法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応

・ 日常生活自立支援事業と成年後見制度等との連携の推進

・ 持続可能な権利擁護支援モデル事業の実施(R4～)

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討(R6.6～)

・ 日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的な強化を図る等

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討を進め、所要の対応

・ 生活支援等のサービスにおける意思決定支援の在り方の検討

・ 金融機関における第三者の支援による本人の預貯金の引き出しに関

する理解促進に向けた取組

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
・ 各種意思決定支援ガイドラインに共通する基本的考え方の整理(R4

・ 様々な分野における各種研修・周知活動の継続

・ 障害福祉サービス事業等の指定基準の見直し(R6)

・ 都道府県による意思決定支援研修の実施 34都道府県（R6.4)

⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等
・ 市町村や都道府県における受任者調整の推進

・ 苦情等に対応する関係機関間連携フローの試行(R4～) 

・ 法制審議会における後見人等の報酬の在り方を含めた調査審議

・ 後見等事務報告書式の見直し(R7.4開始)

今後の対応

⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等

・ 後見制度支援預貯金・信託の導入割合 72.2％（R6.3末)

・ 家庭裁判所における不正防止に向けた取組の継続

・ 損害を補償する保険等の事後救済の取組の導入

⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討

⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実

⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透

⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等

⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等

・ 意思決定支援に関する情報提供・各種研修の更なる充実

・ 家庭裁判所の身上保護事務に対する適切な監督の継続による後見人

等の意識の向上

・ 障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討

・ 権利擁護支援チームの形成支援・自立支援機能の更なる強化

・ 受任者調整に関する手引きの作成

・ 後見人等に関する苦情等への一般的な対応スキームの整理・検討

・ 更なる報酬助成の推進等の早期検討

・ 本人情報シートの更なる活用、研修対象の拡大の検討

・ 後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の更なる導入促進

・ 専門職団体における不正防止や保険外での補償に係る取組の促進

⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等 ⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等
・ 関係省庁・地方公共団体・金融機関における更なる理解促進

・ 市町村・金融機関等の窓口対応の向上のための周知等の実施

各施策の進捗状況等

各施策の進捗状況等
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成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント②

今後の対応

今後の対応

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

４ 優先して取り組む事項

ア 地域連携ネットワークづくり・機能強化
・ 市町村・都道府県における体制整備の推進（補助事業・研修）

・ 全国権利擁護相談窓口を通じた専門的助言の実施

・ 成年後見制度利用促進ポータルサイトにおける広報

・ 中核機関の整備状況 1,187市町村(R6.4)

・ 地域共生社会の在り方検討会議における検討(R6.6～)

・ 地域連携ネットワークの関係機関等における相互理解の継続

イ 包括的・多層的な支援体制づくりの促進
・ 成年後見制度の関連諸制度間の連携推進に向けた取組

・ 利用促進に向けた周知活動の継続

・ 任意後見監督人選任の申立てを促す文書送付・利用状況に関する意

識調査の実施(R4.12)

⑴ 任意後見制度の利用促進

⑵ 担い手の確保・育成等の推進

⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進

⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定

⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり

・ 市民後見人養成者数 25,607人(R6.4)

・ 法人後見実施法人数 1,317法人(R6.4) 

・ 市町村・中核機関等による親族後見人に対する支援

⑴ 任意後見制度の利用促進

⑵ 担い手の確保・育成等の推進

⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進

⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定

⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり

・ 都道府県・市町村に対する事務連絡の発出(R5.5) 

・ 市町村による計画策定・必要な見直し 1,358市町村(R6.4)

・ 都道府県における取組方針の策定 28都道府県(R6.4)

・ 市町村向けの相談窓口の設置、専門アドバイザーの配置

・ 都道府県による協議会設置状況 37都道府県(R6.4)

・ 市町村によるネットワークづくりへの主体的な取組の継続

・ 都道府県による市町村では担えないネットワークづくりの主導

・ 地域連携ネットワークの各支援機能の強化に向けた取組の検討、中

核機関未整備地域における都道府県の協議会の活用促進 等

・ 地域共生社会の在り方検討会議における中核機関の位置づけ・役

割・名称に関する検討

・ 福祉行政と家庭裁判所における適時適切な連絡を可能とするための

しくみの整備

・ 周知活動の強化、利用促進のための更なる取組の検討

・ 法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応

・ 市民後見人の養成推進及び更なる活躍の場の提供の検討

・ 法人後見の担い手育成推進及びガイドラインの作成の検討

・ 親族後見人に対する支援の充実

・ 都道府県による市町村長申立てに関する研修の見直し

・ 地域支援事業・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早

期検討

・ 市町村・都道府県における取組の充実

・ 専門アドバイザーの配置・活躍の促進等を通じた都道府県の更なる

機能強化を推進

各施策の進捗状況等

各施策の進捗状況等
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に

対する補償金等の支給等に関する法律

障害者の希望を踏まえた

結婚・出産・子育てに係る支援の推進
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律（概要）

○昭和23年に議員立法により成立した優生保護法※に基づき、平成８年までに約２万５千件の優生手術を実施
※優生上の見地から不良な子孫の出生を防止すること等を目的として、遺伝性疾患等を理由とした強制的な不妊手術である優生手術の実施等について規定

○平成30年以降、旧優生保護法に基づく優生手術に関する訴訟が各地で提起されたこと等を背景に、平成31年に議員立法により「一時金支給法」※を制定
※一時金支給法：優生手術等を受けた本人を慰謝するため一時金320万円を支給するものであり、国の損害賠償責任を前提とはしていない

○令和６年７月３日 最高裁判所大法廷判決
◆旧優生保護法の優生手術に関する規定は、憲法13条（自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障）及び14条１項（法の下の平等）に違反
◆旧優生保護法の優生手術に関する規定に係る国会議員の立法行為は、国賠法の適用上違法

国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲

法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め深く謝罪

する。また、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことについても、深く謝罪する

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者（本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等））

支給額：本人 1500万円 特定配偶者 500万円

※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等                                                                                                     

国は、優生手術等及び人工妊娠中絶に関する調査を行い、
これらが行われた原因及び再発防止措置について検証を行う

背景・趣旨

概 要

７．調査検証

対 象：旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額：320万円

対 象：旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
➢旧優生保護法規定の優生上の要件（遺伝性疾患、精神病等）に該当する者
➢上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの

支給額：200万円 ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する 

                        ※３の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない 

１．前 文

２．補償金の支給

３．優生手術等一時金の支給

４．人工妊娠中絶一時金の支給

５．請求期限

施行日：公布から３月を経過した日（令和７年１月17日）

２～４のいずれも施行日から起算して５年（期限に関する

検討条項あり）

６．請求手続

請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

※現行の一時金支給法の内容を本法に規定する



このマークは、視覚に頼れない方などが使う

音声コード（Uni-Voiceコード）です。

令和 ６年 １０月 に「旧優生保護法補償金等支給法」と いう 法律 が できました。

この 法律 は 本人 の 気持ち も 聞かれる ことなく

こども が できなく なる 手術 など を うけたり おなか の 中 の

赤ちゃん を うめなく され からだ や 心 に 大きな 苦しみ や 痛み を

うけた 方々 に 対して お金 を 払う こと を 定めています。

被害 を うけた 方々 に 対して 国 として

せきにん を みとめ 深く しゃざい します。

旧優生保護法補償金等支給法 に ついて

旧優生保護法 に よる

こども が できなく なる

手術 など を うけた 人 や

おなか の 中 の 赤ちゃん を

うめなく された 人 と ご家族 へ

お金 を うけとる こと が できます。

令和7年1月17日現在

こども家庭庁
旧優生保護法

補償金等特設サイト
「旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ」

https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin

手話字幕動画もご覧になれます。
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都道府県 の 窓口
と    どう    ふ   けん                まど  ぐち

No. 都道府県 窓口 電話・FAX・  メールアドレス・  ホームページ

1 北海道 旧優生保護法に係る相談支援センター 電話 0 1 2 0 - 0 3 1 - 7 1 1  FAX  0 1 1 - 2 3 2 - 4 2 4 0 h o f u k u . k o d om o 1 @ p r e f . h ok k a i d o . l g . j p

2 青森県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 017-734-9056(専用) FAX  0 1 7 - 7 3 4 - 8 0 9 1 kyuyuseihogoho-sodan@pref.aomori.lg.jp

3 岩手県 旧優生保護法補償金等相談窓口 電話 019-624-6015(専用) FAX  0 1 9 - 6 2 9 - 5 4 6 4 A D 0 0 0 7 @ p r e f . i w a t e . j p

4 宮城県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 022-211-2322(専用) FAX  0 2 2 - 2 1 1 - 2 5 9 1 ko soda tes@pre f .m iya g i . l g . j p

5 秋田県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 018-860-1431(専用) FAX  0 1 8 - 8 6 0 - 3 8 2 1 hoken@pre f . a k i ta . l g . j p

6 山形県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 023-630-2459(専用) FAX  0 2 3 - 6 2 5 - 4 2 9 4 yuse i@pr e f . ya ma ga ta . j p

7 福島県 旧優生保護法に関する相談窓口 電話 024-521-8294(専用) FAX  0 2 4 - 5 2 1 - 7 7 4 7 bosh ihoken@ p re f . f uku s h ima . l g . j p

8 茨城県 旧優生保護法補償金、一時金受付・相談窓口 電話 029-301-3270(専用) FAX  0 2 9 - 3 0 1 - 3 2 6 4 shouta i1 @pre f . i ba ra k i . l g . j p

9 栃木県 旧優生保護法関係相談窓口 電話 0 2 8 - 6 2 3 - 3 0 6 4 FAX  0 2 8 - 6 2 3 - 3 0 7 0 bosh ihoken@p r e f . to c h ig i . l g . j p

10 群馬県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0 2 7 - 2 2 6 - 2 6 0 6 FAX  0 2 7 - 2 2 6 - 2 1 0 0 j idouka @pre f . g un ma . lg . j p

11 埼玉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 048-831-2777(専用) FAX  0 4 8 - 8 3 0 - 4 8 0 4 a 3 5 7 0 -1 2 @pre f . sa i ta ma . lg . j p

12 千葉県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 043-223-4501(専用)  FAX 043-224-4085 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/yuseihogo/toiawase.html

13 東京都 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 03-5320-4206(専用) FAX  0 3 - 5 3 8 8 - 1 4 0 1 S 1 1 4 0 2 0 1 @ s e c t i o n . m e t r o . t o k y o . j p

14
神奈川県 旧優生保護法に関する補償金等支給受付・相談窓口

電話 045-663-1250(専用)、045-210-4727 FAX 045-210-8860 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/yuse-
toiawase.html

15 新潟県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 025-280-5933(専用)のほか県保健所 FAX  0 2 5 - 2 8 5 - 8 7 5 7 n g t 0 4 0 2 4 0 @ p r e f . n i i g a ta . l g . j p

16 富山県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 076-444-3525(専用) FAX  0 7 6 - 4 4 4 - 3 4 9 3 a k o d o m o k a t e i @ p r e f . t o y a m a . l g . j p

17 石川県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 076-225-1495(専用) FAX  0 7 6 -2 2 5 -14 23 yuuseihogo@pref. ishikawa.lg.jp

18 福井県 健康福祉部こども未来課、県内各健康福祉センター 電話 0776-20-0286(こども未来課）のほか県内各健康福祉センター FAX 0776-20-0640 kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

19 山梨県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 055-223-1360(専用) FAX  0 5 5 - 2 2 3 - 1 4 7 5 ko soda te@pre f . ya ma na s h i . l g . j p

20 長野県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 026-235-7143(専用) FAX  0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 7 0 bosh i - sh i k a @pre f . na ga no . lg . j p

21 岐阜県 旧優生保護法補償金等支給受付・相談窓口 電話 058-272-0877(専用) FAX  0 5 8 - 2 7 8 - 3 5 1 8 yuse i - soda n@gov t . p re f . g i fu . j p

22 静岡県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 054-221-3157(専用) FAX  0 5 4 - 2 2 1 - 3 5 2 1 koka te i@pre f . sh i z uoka . l g . j p

23 愛知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 052-954-6009(専用) FAX  0 5 2 - 9 5 4 - 7 4 9 3 koko ro@pre f . a i c h i . l g . j p

24 三重県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 059-224-2260(専用) FAX  0 5 9 - 2 2 4 - 2 2 7 0 soda c h i@pre f .m i e . l g . j p

25 滋賀県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口（子育て支援課） 電話 0 7 7 - 5 2 8 - 3 5 6 7 FAX  0 7 7 - 5 2 8 - 4 8 6 8 bosh ihoken@pre f . sh iga . l g . j p

26 京都府 京都府旧優生保護法補償金等相談ダイヤル 電話 075-451-7100(専用) FAX  0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 9 2 kyuho -ho shok i n@ pr e f . k yo to . l g . j p

27 大阪府 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 06-6944-8196(専用) FAX  0 6 - 6 9 1 0 - 6 6 1 0 ysouda n@g box . p r e f . o sa ka . l g . j p

28 兵庫県 旧優生保護法専用相談窓口 電話 078-362-3439(専用) FAX  0 7 8 - 3 6 2 - 3 9 1 3 kenkouz oush ink a @p r e f . h yo go . lg . j p

29 奈良県 奈良県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0742-27-8643(専用) FAX  0 7 4 2 - 2 7 - 8 6 4 3 bosh ihoken@offic e. p r e f . na ra . l g . j p

30 和歌山県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0 7 3 - 4 4 1 - 2 6 4 2 FAX  0 7 3 - 4 2 8 - 2 3 2 5 e 0 4 1 2 0 0 1 @ p r e f . w a k a y a m a . l g . j p

31 鳥取県 旧優生保護法総合相談窓口 電話 0857-26-7145(福祉保健課)のほか県内総合事務所 FAX 0857-26-8116 yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp

32 島根県 旧優生保護法補償金等相談窓口 電話 0120-012974(専用)、0852-22-6625(専用) FAX 0852-22-632 yuuseisoudan@pref.shimane.lg.jp

33 岡山県 旧優生保護法相談窓口 電話 086-226-7870(専用) FAX  0 8 6 - 2 2 5 - 7 2 8 3 yuuse iho go@ pr e f . o k a ya ma . lg . j p

34 広島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 082-227-1040(専用) FAX  0 8 2 - 5 0 2 - 3 6 7 4 f u k o d o m o @ p r e f . h i r o s h i m a . l g . j p

35 山口県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 083-933-2946(専用) FAX  0 8 3 - 9 3 3 - 2 7 5 9 a 1 3 3 0 0 @p r e f . y a ma g u c h i . l g . j p

36 徳島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 088-621-2300(専用)のほか県保健所 FAX  0 8 8 - 6 2 1 - 2 8 4 3 ko soda teouenka @pr e f . to k us h i ma . lg . j p

37 香川県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 087-832-3900(専用) FAX  0 8 7 - 8 0 6 - 0 2 0 7 k o d o m o ka t e i @ p r e f . k a g a wa . l g . j p

38 愛媛県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 089-912-2405(健康増進課)のほか県保健所 FAX 089-912-2399 healthpro@pref.ehime.lg.jp

39 高知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 088-823-9727(専用) FAX  0 8 8 - 8 2 3 - 9 6 5 8 yuuse iho go@ke n. p r e f . k o c h i . l g . j p

40 福岡県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 092-632-5175(専用) FAX  0 9 2 - 6 4 3 - 3 2 6 0 kyuyuse i@pre f . fukuoka . l g . j p

41 佐賀県 旧優生保護法相談窓口 電話 0120-525-856(専用) FAX  0 9 5 2 - 2 5 - 7 3 0 0 kodomo -ka te i@pre f . sa ga . l g . j p

42 長崎県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 095-895-2446(専用) FAX  0 9 5 - 8 2 5 - 6 4 7 0 s0 4 8 2 0 @pre f . na ga sa k i . l g . j p

43 熊本県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 096-333-2352(専用) FAX  0 9 6 - 3 8 3 - 1 4 2 7 yuuse i@ pr e f . k u ma mo to . l g . j p

44 大分県 旧優生保護法相談窓口 電話 0 9 7 - 5 0 6 - 2 7 6 0 (専用) FAX  0 9 7 - 5 0 6 - 1 7 3 5 s o d a n 1 2 2 1 0 @ p r e f . o i t a . j p

45 宮崎県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 0985-26-0210(専用) FAX  0 9 8 5 - 2 6 - 7 3 3 6 kenko z o sh in@pr e f .m i ya z a k i . l g . j p

46 鹿児島県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 電話 099-286-3374(専用) FAX  0 9 9 - 2 8 6 - 5 5 6 1 yu-ho sho@pre f . k a go sh ima . lg . j p

47 沖縄県 こども未来部子育て支援課母子保健班 電話 0 9 8 - 8 6 6 - 2 4 5 7 FAX  0 9 8 - 8 6 6 - 2 4 3 3 a a 0 3 1 3 0 5 @p r e f . o k i n a wa . l g . j p
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こども が できなく なる 手術 など を うけた 人

1500万円  です。

こども が できなく なる 手術 など を

うけた 人 の 結婚相手

  500万円  です。

※本人 が 亡くなって いる 場合 には その 家族 が うけとる こと が できます。

こども が できなく なる 手術 など を うけた 人

  320万円  です。

※補償金 を うけた 場合 も うけとる こと が できます。

おなか の 中 の 赤ちゃん を うめなく された人

  200万円  です。
※ 優生手術等一時金 を うけた 場合 は うけとる こと が できません。

お金 を うけとる こと が できる 人 は

どのような 人 ですか？

また、うけとる お金 は いくら ですか？

いつまで 手続き が できますか？

令和 12年 の 1月 16日 まで です。

まずは住んでいる都道府県や

こども家庭庁の 窓口に

相談しましょう。

ご希望 が あれば 手続き を

弁護士が無料でお手伝いします。

かね ひと

ひと

か
ね

補償金

優生手術等一時金

人工妊娠中絶一時金

                                   ほ                                                 しょう                                                         きん

しゅ  じゅつ   ひと

まん   え
ん

まん   え
ん

しゅ  じゅつ

ひと        けっ   こん    あい     て

ほん にん               な       ば   あい    か   ぞく

ゆう            せい              しゅ          じゅつ          とう             いち                   じ                  きん

しゅ じゅつ    ひと

まん   えん

ほ しょうきん      ば    あい

じん       こう        にん      しん     ちゅう     ぜつ      いち         じ          きん

なか  あか           ひと

まん   えん

  ゆう  せい しゅ じゅつとう いち    じ    きん      ば    あい
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れい     わ                 ねん    がつ                にち

す   と      どう      ふ      けん

か      てい   ちょう                   まど     ぐち

そう    だん

き       ぼう て       つづ

べん      ご        し                      む    りょう                              て       つだ

都道府県 の 窓口 は 次 の ページ に あります。

こども家庭庁 の 窓口

電話番号 03-3595-2575 FAX 03-3595-
2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

受付時間 10:00～17:00

(月曜日 から 金曜日。土日祝日 年末年始 を 除

く。)

と      どう    ふ    けん       まど  ぐち つ
ぎ
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障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進①

○ 障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関
する留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知（令和６年６月５日付け厚生労働省・こども家庭庁連名
通知）

１．本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築

・市区町村の障害保健福祉部局では、資源の開発・連携の強化を含めた、地域の支援体制を構築すること。特に、障害者の妊娠・出産や子
育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。

・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。

２．障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携

・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部
局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。

３．活用できる施策等

・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。
・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。
・こども家庭センタ－等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や

障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。

４．共同生活援助（グループホーム）における留意事項

・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。
・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新た
な住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない（※） 。
（※）事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。

障害福祉
（障害者の地域生活を

支える支援）

母子保健、児童福祉
（妊産婦及び乳幼児の健康の保持

・増進や児童の健全な養育の確保）

市町村
(障害福祉部局・母子保健、児童福祉部局）

連 携

都道府県（障害福祉部局・児童福祉部局）、都道府県（自立支援）協議会、児童家庭支援センター

バックアップ

通知全文はこちら↓（支援体制イメージ）

地域の支え合い

部局長会議そのま

ま
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障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進②

○総理発言（令和６年７月29日 第１回障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部）（抄）

この際、関係大臣に対し、４点指示いたします。
第１に、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障

害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うことが必要です。
このためには、障害者の地域生活の支援と併せて、障害福祉や母子保健・児童福祉の関係機関・事業所が連携し、

必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが不可欠であり、本年６月に示されている事例集
の周知徹底を図るなど、取組を推進してください。
（略）

○基となった調査研究

令和５年度障害者総合福祉推進事業

「障害者が希望する地域生活を送るための
意思決定支援等の取組に関する調査研究」

（PwCコンサルティング合同会社）

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/
welfare-promotion-business2024.html

報告書・意思決定支援取組事例集・
障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集

本年度中に、自治体や事業者、支援者等向けに解説動画を作成するとともに、当
事者の方にも事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成予定。
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障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集の周知
障害当事者にもわかりやすいリーフレットの 作成

○ 障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集を周知するとともに、令和６年度に、自治体や事業者、

支援者等向けに解説動画や当事者の方にも事例集の内容が伝わりやすいリーフレットを作成。

事例集はこちら↓

当事者の方にも
わかりやすいリーフレット（イメージ）

※現在作成中であり、変更の可能性があります。

障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援 取組事例集
（関係自治体・事業者・支援者等に周知）

令和５年度障害者総合福祉推進事業
「障害者が希望する地域生活を送るための
意思決定支援等の取組に関する調査研究」

（PwCコンサルティング合同会社）

※このほか、連名通知の内容や事例集についての解説
動画を作成中
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手話に関する施策の推進に関する

法律について

125



手話に関する施策の推進に関する法律について

１ 目的
   この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である

ことに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心

の増進を図るための施策（以下「手話に関する施策」という。）に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明ら

かにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する

施策を総合的に推進することを目的とする。

４ 法律制定までの動き

【令和６年】

１月～５月 骨子案の内容調整（滝波議員・今井議員・参法制局・内閣府・関係省庁）

（６月７日 立憲民主党より手話言語法案提出）

６月20日 情コミ議連 手話施策推進法案の検討状況報告（今井議員より）

７月16日 情コミ議連 手話施策推進法に係る関係団体ヒアリング

７月26日 情コミ議連 手話施策推進法骨子案の説明（今井議員より）関係団体、関係議員（超党派）から意見聴取

10月２日 情コミ議連 手話施策推進法骨子案の修正案（関係団体、関係議員の意見等反映版）の説明（今井議員より）

→ 会長一任となり骨子案の内容確定

12月10日 情コミ議連 手話施策推進法の最終案について説明（今井議員より）

→ 修正意見なく、次期通常国会への提出を目指し、各党の党内手続きに入る

【令和７年】

２月末 与野党の党内手続き全て終了

      ６月12日 参・内閣委で委員長提案という形で、手話施策推進法案が起草

６月13日 参・本会議で法案採択、衆議院へ送付。衆・内閣委で起草

６月18日 衆・本会議で法案採択

６月25日 公布・施行

２ 法律の種類

議員立法

３ 関係省庁

法案等の作成は参議院法制局が実施。全体調整は内閣府（障害）が担う。主な関係府省庁は内閣府（防災）、総務省、外務省、文

部科学省、厚生労働省、こども家庭庁 等
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手話はこれを使用する者にとって日常生活 ・ 社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段

手話に関する施策を総合的に推進

目的（1条）

手話に関する施策の推進に関する法律（令和７年法律第78号） 概要①

４３

① 手話の習得 ・ 使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手
話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにする。

② 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化の保存 ・
継承・発展が図られるようにする。

③ 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、 手話に関する国民の理解と関心 を深める
よ うにする。

基本理念（2条）

国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する。

国・地方公共団体の責務（３ 条）

基本的施策（６条～18条）

○ こ ど も ・ 保 護 者 に 対 す る 手 話 に 関 す る 情 報 提 供 等
○ 乳 幼 児 期 に お け る こ ど も の 心 身 の 発 達 に 応 じ た 手 話 の 学 習

機 会 の 提 供 、 学 校 の 授 業 等 の 教 育 活 動 に お け る こ ど も の 心
身 の 発 達 に 応 じ た 手 話 の 学 習 機 会 の 提 供

○ 保 護 者 ・ 家 族 に 対 す る 手 話 の 学 習 機 会 の 提 供 等

①手話を必要とするこどもの手話の習得 の 支援（６条）

○ 手 話 の 技 能 を 有 す る 教 員 、 手 話 通 訳 を 行 う 者 、 手 話 に 関 す る 必
要 な 支 援 を 行 う 者 等 が 適 切 に 配 置 さ れ る よ う に す る た め の 取 組 の
推 進 、 手 話 を 使 用 し た 教 材 の 提 供

○ 手 話 の 技 能 を 有 す る 教 員 の 養 成 の た め の 大 学 ・ 教 員 養 成 機 関 に
よ る 取 組 の 促 進 、 教 員 に 対 す る 手 話 を 使 用 し た 指 導 方 法 に 関 す る
研 修 の 実 施

○ 手 話 を 使 用 す る こ ど も が 学 校 生 活 で 手 話 を 自 由 に 使 用 で き る 環
境 の 整 備

②学校における手話による教育等（７条）

○ 手 話 通 訳 を 行 う 者 の 確 保 の た め の 大 学 等 に よ る 取 組 の 促 進

③大学等における配慮（８条）

○ 手 話 を 適 切 か つ 円 滑 に 使 用 で き る 職 場 環 境 の 整 備 の た め
の 事 業 主 に よ る 取 組 の 促 進 の た め の 情 報 提 供 等

④職場における環境の整備（９ 条）

○ 地 域 で 手 話 を 使 用 し て 日 常 生 活 ・ 社 会 生 活 を 円 滑 に 営 む こ と が で き る 環 境 の 整 備
○ 災 害 等 の 非 常 事 態 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に 安 全 を 確 保 す る た め の 手 話 に よ る 情 報 提 供

⑤地域における生活環境の整備等（ 10 条）
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令和７年６月18日成立、同年６月25日公布施行主管省庁：内閣府 関係省庁：こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省
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手話に関する施策の推進に関する法律（令和７年法律第78号） 概要②

４３

基本的施策（６条～18条） ※前頁からの続き

○ ９ 月 2 3 日 を 「 手 話 の 日 」 と す る

⑨手話の日（ 14条）

○ 手 話 を 必 要 と す る 中 途 失 聴 者 等 手 話 を 必 要 と す る 者 に 対 す
る 手 話 に 関 す る 情 報 提 供 、 手 話 の 学 習 機 会 の 提 供 等

⑥その他の手話の習得の支援 （11 条）

○ 文 化 芸 術 活 動 ・ ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン を 通 じ て 手 話
文 化 の 保 存 ・ 継 承 ・ 発 展 が 図 ら れ る よ う に す る た め の 取 組

⑦手話文化の保存 ・ 継承 ・ 発展（12  条）
※手話文化：手話及び手話による文化的所産

○ 手 話 に 関 す る 国 民 の 理 解 と 関 心 を 深 め る た め の 広 報 活 動 ・ 啓 発 活 動 の 充 実
○ 学 校 教 育 で 手 話 に 関 す る 理 解 と 関 心 を 深 め る た め の 学 校 教 育 で 利 用 で き る ノ ウ ハ ウ に 関 す る 情 報 提 供 、 児 童 生 徒 等 に 対 す

る 手 話 の 学 習 機 会 の 提 供

⑧国民の理解と関心の増進（ 13 条）

〇 手 話 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 ・ 技 能 を 有 す る 人 材 （ 手 話 通 訳
を 行 う 者 な ど ） の 安 定 的 な 確 保 ・ 養 成 ・ 資 質 の 向 上 の た
め の 研 修 の 機 会 の 確 保 、 適 切 な 処 遇 の 確 保

⑩人材の確保等（ 15条）

○障害者基本計画 ・ 都道府県障害者計画 ・ 市町村障害者計画 〔 いずれも 障害者基本法 に基づき策定 〕 への 反映 （４条）
○手話に関する 施策の実施に必要な 財政 上 の措置 ・ 法制 上の措置等 を講ずる （５ 条）
〇施行後おおむね５年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して検討 を 加 え る （附則２ 項）

○ 手 話 文 化 に 関 す る 調 査 研 究 の 推 進 、 情 報 収 集 ・ 提 供
○ 手 話 の 習 得 の た め の カ リ キ ュ ラ ム の 開 発 、 手 話 に よ る 円 滑 な 意 思 疎 通 を 図 る た め の 先 端 的 な 技 術 （ デ ジ タ ル 技 術 な ど ）

を 活 用 し た 機 器 等 の 開 発 、 手 話 の 習 得 ・ 使 用 に 関 す る 調 査 研 究 等 の 推 進 ・ 成 果 の 普 及

⑪調査研究の推進等（ 16条）

○ 手 話 を 使 用 す る 者 の 国 際 的 交 流 の 支 援
○ 手 話 文 化 に 関 す る 情 報 交 換 等 の 活 動 の 支 援

⑫国際交流の推進（ 17 条） ⑬手話を使用する者等の 意見の反映（ 18条）
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住宅セーフティネット法改正等
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○ 終身建物賃貸借（※）の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、

死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

○ 居住支援法人による残置物処理の推進

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）
を国土交通大臣が認定

⇒ (独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による
要配慮者への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減（２．参照）

○ 居住サポート住宅（※）の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・ 居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、
安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅
（居住サポート住宅）の供給を促進
（市区町村長（福祉事務所設置）等が認定）

⇒ 生活保護受給者が入居する場合、
住宅扶助費（家賃）について代理納付（※）を原則化

※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、
特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者（1.参照）が家賃債務保証
を原則引受け

1． 大家が賃貸住宅を提供しやすく、
要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

○ 市区町村による居住支援協議会（※）設置を促進（努力義務化）し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

３．住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

２．居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の供給促進

【住宅セーフティネット法】

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅

管理業者、家主等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

要配慮者

訪問等による
見守り

福祉サービス

（例）
困窮者自立支援、
介護等

福祉サービス
へのつなぎ

ICT等による安否確認
(例)人感センサー

居住支援法人等

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

【住宅セーフティネット法】

＜居住サポート住宅のイメージ＞

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）等の一部を改正する
法律 （R6.5.30成立 R6.6.5公布 R7.10.1施行）
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住 ま い の 相 談 に 対 応 で き る 体 制 の 整 備

（住宅セーフティネット法）居住支援協議会設置の努力義務化

• 居住支援協議会について、全ての自治体で設置されることを目指し、その設置を自治体の努力義務とする。
（R７.３末時点：155協議会（全都道府県、117市区町村） ）

• 住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行うものを構成員とすることを明確化。

主な活動内容

・会議での協議、情報交換

・不動産・福祉団体への働きかけ、ネットワーク形成

・住宅相談事業、物件の紹介

・家賃債務保証、安否確認サービス等の紹介

等

努力義務

改正の趣旨

改正後の業務イメージ

⚫ それぞれの市区町村で居住支援協議会を設置し、生活困窮者自立支援制度担当をはじめとする福祉部局も参画。

（自立相談支援機関や地域居住支援事業者も参画することが望ましい。）

構成員の例：
• 住宅部局、福祉部局（生活困窮者自立支援、生活保護、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉担当等）
• 住宅・不動産関係団体※、居住支援法人、福祉支援団体、

サービス事業者
• 士業団体（建築士会、弁護士会、社会福祉士会、土地家

屋調査士会等）
• 家賃債務保証会社、消費者団体、大学 等

※ 全国宅地建物取引協会、全日本不動産協会、
日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸住宅経営者協会、
住宅供給公社、都市再生機構（UR) 
等の都道府県組織・支部など

令和７年10月１日施行（予定）
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１．賃貸住宅供給促進計画と障害福祉計画との調和について

賃 貸 住 宅 供 給 促 進 計 画 ※ 任 意 障 害 福 祉 計 画

・都道府県/市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給の目標

・住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関

する事項

・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に

関する事項

・住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関

する事項

・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を

営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の

確保に関する事項

記載内容

福祉部局に対応いただきたい事項

・賃貸住宅供給促進計画を作成する際、障害福祉計画の内容を把握した上で作成することを想定しているため、住宅部
局との連携・協働をお願いしたい。

〈必須事項〉

・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事

業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域

相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要

な量の見込み

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

〈任意事項〉

・必要な見込量の確保のための方策

・関係機関との連携に関する事項

記載内容
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③

②

①

２．居住支援協議会への参画・連携について

居 住 支 援 協 議 会 （ 自 立 支 援 ） 協 議 会

・住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供

・民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービ

スの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応す

るための体制の整備

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保

要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進 等

協議事項

① 福祉部局は住宅部局と連携して、居住支援協議会の設置準備や運営に参画するとともに、必要に応じ（自立支援）協議会のその他の
構成員にも居住支援協議会に参画頂くことを検討いただきたい。

② （自立支援）協議会等において、住宅確保要配慮者からの障害福祉サービスの利用に関する相談体制の整備や、住宅施策との連携推
進について協議することを検討いただきたい。

③ （自立支援）協議会と居住支援協議会の連携を図っていただきたい。

・地方公共団体、居住支援法人、宅地建物取引業者 等

・社会福祉協議会その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者

構成員

・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確

保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有そ

の他相互の連携に努めなければならない。

自立支援協議会等との連携

協議事項

・地方公共団体

・関係機関、障害者等の福祉、医療等に関連する職務に従事する者 等

構成員

福祉部局に対応いただきたい事項

・地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に

関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図

るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議

・住宅確保要配慮者からの障害福祉サービスの利用に関する

相談体制の整備や、住宅施策との連携についても協議

・（自立支援）協議会及び居住支援協議会で明らかに
なった障害者の住まいの確保に係る課題を互いに共有
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